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第1章 総論

■本マニュアルは、応急仮設住宅のうち、「建設仮設」を県が供与する場合

の具体的な手順を示す。

■災害対策においては、事前の準備が極めて重要であり、本マニュアルの実

効性をいっそう高めるため、継続的な検討が必要な事項や関連計画等の見

直しなどに合わせて、随時、変更が可能なものとして充実を図る。

第1節 応急仮設住宅の建設において前提とすべき事項
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第1節 応急仮設住宅の建設において前提とすべき事項

○ 応急仮設住宅は、迅速に供給し避難所の被災者を早急に入居させるとともに、安定

した居住が確保される恒久住宅への転出を早期に実現し、その役割を終えるべき住宅

である。

【応急仮設住宅の建設において前提とすべき事項】

（国土交通省住宅局住宅生産課 応急仮設住宅建設必携中間とりまとめ）

・公的住宅の空き家活用のほか、建設仮設にこだわることなく、被災者が民間住宅

等の借上仮設を希望する場合や、自宅の応急修理により住宅が確保できる場合は、

それらを優先する。

・応急仮設住宅は早期解消すべきものであるが、長期利用が想定される場合は高齢

者等、団地計画、行政サービス等に配慮する。

・供与主体は被災都道府県が原則。被災市町村の能力等を勘案して業務の委任も可。

・大規模災害においては、建設期間は最長6ヶ月で必要戸数を建設することを目安

とし、その間の避難者の生活環境改善や、建設状況の情報提供が必要となる。

被災後の恒久的な住宅確保までのフローのイメージ

従前 被災 被災直後 恒久住宅の確保被災後数週～数月 被災後数月～数年

応急修理等

従前の住宅

避難所等

従前の住宅

二次避難所

（旅館・ﾎﾃﾙ）

改修工事等

自宅再建

災害公営住宅等

既存公営住宅等

民間賃貸住宅の借上げ

（借上げ仮設）

応急仮設住宅
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第1節 応急仮設住宅の建設において前提とすべき事項

１ 応急仮設住宅の供与方法

【提供の仕方】

○ 災害発生後に緊急に建設して供与する「建設仮設」の他、民間賃貸住宅等を借り上

げて供与する「借上仮設」がある。

【被災住宅の応急修理や借上げ等の優先】

○ 被災住宅の応急修理により住宅確保が可能な場合は、それを優先する。

○ 公営住宅等の公的住宅の空室活用が可能な場合は、それを優先する。

○ 被災者が借上げを希望し、借上げが可能な場合は、それを優先する。

【建設仮設を中心とすべきと考えられるケース】

○ 一次産業従事者や高齢者等、産業復興の迅速化や地域との結びつきの維持の必要性

から被災地を離れることが難しい住民の地域。

○ 借上げが可能な民間賃貸住宅の戸数が少ない地域。

【島根県地域防災計画より抜粋】（災害救助法が適用された場合）

項目 概要

・敷地の選定に当たっては、出来る限り集団的に建築で

きる場所とし、公共用地等から優先する。

建設場所の選定 ・病院、商店街から離れた敷地を選定した場合、被災者

の交通手段の確保に配慮する。

・飲料水が得やすく保健衛生上適切な場所とする。

・住家が全壊、全焼又は流失した者であること。

供与の対象者 （同等と見なす必要がある者も含む）

・居住する住家がない者であること。

・自らの資力では住宅を確保することが出来ない世帯。

建設戸数・規模
・市町村は建設場所、建設戸数、規模・形式等を明示し

て県に要請する。

応急仮設住宅の供与期間 ・供与期間は、原則として完成の日から２年以内とする。

応急仮設住宅の管理
・応急仮設住宅の管理は市町村が行う。

・応急仮設住宅における家庭動物の受入れに配慮する。
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第1節 応急仮設住宅の建設において前提とすべき事項

２ 供与期間

○ 最長２年が原則とされている。

（災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準 第１章第２条

第２項、建築基準法第８５条第３項又は第４項）

○ この期間は、著しく異常かつ激甚な非常災害を対象とする｢特定非常災害の被害者の

権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第７条｣を適用することにより、

さらに１年ごとに、特定行政庁の許可を受けることで延長可能とされている。

○ 安全性に係る建築基準等が一部緩和されており、長期の利用は不適当である。

○ 一方災害が大規模なため、復興に時間を要して供与期間が長期化することが想定さ

れる場合には、高齢者・障がい者等の入居や、生活利便施設の設置等に配慮した団地

計画、行政サービスの提供等、一定の長期利用を想定した整備が求められる。

３ 供与主体

○ 災害救助法が適用された場合、原則、供与主体は県とされており、市町村に委任す

ることが出来ることとされている。

（災害救助法第３０条第１項）

○ 市町村に委任する場合は、発注能力、工事監理能力、被災市町村の体制を把握した

上で、可能な範囲で委任する。
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第1節 応急仮設住宅の建設において前提とすべき事項

４ 建設コスト

○１戸当たりの規模は29.7㎡を標準とし、その設置のため支出できる費用は、2,401,000円

（平成25年9月現在）以内とすることが原則とされている。

（「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」第１章第２条第２

項ロ及び島根県災害救助法施行細則第4条第2項）

○これまでの災害においては、災害の状況に応じ、特別基準を設定し弾力的な運用がなされて

いる。（特別基準：平成23年3月19日付け「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震に

係る災害救助法の弾力的運用について及び災害救助法施行令第9条第２項）

【近年の災害での応急仮設住宅建設の戸当たり単価】

発災日 災害名 災害救助法に 実際の単価

基づく一般基準 （特別基準）

2004年10月23日 新潟県中越地震 2,433,000円 4,725,846円

2007年3月25日 能登半島地震 2,342,000円 5,027,948円

2007年7月16日 新潟県中越沖地震 2,326,000円 4,977,998円

2008年6月14日
宮城・岩手 （岩手県） 2,366,000円 5,418,549円

内陸地震 （宮城県） 4,510,000円

（岩手県） 約568万円 *1

12.8万円／㎡ *2

2011年3月11日 東日本大震災 （宮城県） 2,387,000円 約664万円 *1

12.5万円／㎡ *2

（福島県） 約574万円 *1

12.8万円／㎡ *2

*1 談話室・集会室の建設費、造成費、追加工事費を含む建設コストの戸当たりの平均

コスト。（平成24年4月時点）

*2 造成費、追加工事費を含む建設コスト（談話室・集会所の建設費は含まない）の総

戸数の延床面積１㎡当たりの平均コスト（平成24年4月時点）

５ 着工時期と建設期間

○応急仮設住宅は災害発生の日から20日以内に着工し、速やかに設置しなければならない。

（「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」第１章第２条第２項

及ヘび島根県災害救助法施行細則第4条第３項）

○なお、過去の震災での応急仮設住宅の建設期間は、着工から完成まで約３～４週間程度が標準。

○また、概ね5万戸程度を建設した阪神・淡路大震災、東日本大震災規模の災害においても、災

害発生後、最長でも概ね6ヶ月以内に建設することが目標とされた。
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第2章 平常時からの準備
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第1節 被害想定に基づく応急仮設住宅の必要戸数の想定等

１ 被害想定

○災害のうち量的な想定が把握されているもののうち、震災によるものを採用する。

○必要戸数については、被害戸数が最大となる宍道湖断層の地震をもとに設定した。

○島根県地震被害想定調査報告書（平成24年6月）による被害想定は次のとおり。

（棟数）

全壊 半壊 全壊 半壊 全壊 半壊 全壊 半壊
松江市 2,965 9,777 164 696 2 3 0 0
浜田市 0 0 0 0 0 0 1,342 4,761
出雲市 227 710 407 1,292 165 526 0 0
益田市 0 0 0 0 0 0 3 8
大田市 0 0 0 0 412 2,872 0 0
安来市 66 220 59 148 0 0 0 0
江津市 0 0 0 0 4 11 13 85
雲南市 0 1 68 465 0 0 0 0
奥出雲町 0 0 8 31 0 0 0 0
飯南町 0 0 0 0 0 0 0 0
川本町 0 0 0 0 3 5 0 0
美郷町 0 0 0 0 5 31 0 0
邑南町 0 0 0 0 0 0 0 0
津和野町 0 0 0 0 0 0 0 0
吉賀町 0 0 0 0 0 0 0 0
海士町 0 0 0 0 0 0 0 0
西ノ島町 0 0 0 0 0 0 0 0
知夫村 0 0 0 0 0 0 0 0
隠岐の島町 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3,258 10,708 706 2,632 591 3,448 1,358 4,854
島根県地震被害想定調査報告書（平成24年6月）より抜粋

（棟数）

全壊 半壊 全壊 半壊 全壊 半壊 全壊 半壊
松江市 0 0 208 1,397 208 1,131 0 0
浜田市 58 272 0 1 0 0 41 245
出雲市 0 1 897 5,077 1,396 7,836 5 15
益田市 197 812 0 0 0 0 0 0
大田市 0 1 17 49 11 29 35 131
安来市 0 0 24 55 29 62 0 0
江津市 1 3 0 0 0 11 34 147
雲南市 0 1 4 9 5 15 0 0
奥出雲町 0 0 0 0 0 0 0 0
飯南町 0 0 0 0 0 0 0 0
川本町 0 0 0 0 0 0 0 0
美郷町 0 0 0 0 0 0 0 1
邑南町 0 0 0 0 0 0 0 0
津和野町 104 512 0 0 0 0 0 0
吉賀町 3 13 0 0 0 0 0 0
海士町 0 0 0 0 0 0 0 0
西ノ島町 0 0 0 2 0 3 0 0
知夫村 0 0 0 0 0 0 0 0
隠岐の島町 0 0 4 38 0 41 0 0
合計 363 1,615 1,154 6,628 1,649 9,128 115 539
島根県地震被害想定調査報告書（平成24年6月）より抜粋
※　沖合地震には津波被害を含む。

市町村名

市町村名

大田市西南方の地震

M7.3（平日冬5時）

M7.3（平日冬5時）

浜田市沿岸の地震

M7.3（平日冬18時）

弥栄断層帯の地震
出雲市沖合の地震

（断層北傾斜）
出雲市沖合の地震

（断層南傾斜）
浜田市沖合の地震

M7.6（平日冬5時） M7.5（平日冬5時） M7.5（平日冬18時）

宍道断層の地震

M7.1（平日冬18時）

宍道湖南方の地震

M7.1（平日冬5時）



- 8 -

第1節 被害想定に基づく応急仮設住宅の必要戸数の想定等

（棟数）

全壊 半壊 宍道断層の地震（平日冬18時） 11,000
松江市 53 158 宍道湖南方の地震（平日冬5時） 1,600
浜田市 0 16 大田市西南方の地震（平日冬5時） 1,300
出雲市 13 85 浜田市沿岸の地震（平日冬18時） 3,600
益田市 1 14 弥栄断層帯の地震（平日冬5時） 650
大田市 6 25 出雲市沖合（断層北傾斜）の地震（平日冬5時） 4,000
安来市 0 0 出雲市沖合（断層南傾斜）の地震（平日冬18時） 4,900
江津市 0 9 浜田市沖合の地震（平日冬18時） 400
海士町 7 20 佐渡島北方沖地震（平日冬5時） 1,700
西ノ島町 10 66 ※島根県地域防災計画（震災編　平成２５年２月）より抜粋

知夫村 7 41
隠岐の島町 77 153
合計 174 587
島根県地震被害想定調査報告書（平成24年6月）より抜粋

市町村名
佐渡島北方沖地震

M7.85
発災１ヶ月経過後の避難者数（人）
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第1節 被害想定に基づく応急仮設住宅の必要戸数の想定等

２ 被害想定に基づく必要戸数の想定等

○ 被害想定に基づく応急仮設住宅（建設、借上げ）の必要戸数の想定。

松江市 2,726 戸 184 戸 1 戸 0 戸
浜田市 0 戸 0 戸 0 戸 1,306 戸
出雲市 200 戸 363 戸 147 戸 0 戸
益田市 0 戸 0 戸 0 戸 1 戸
大田市 0 戸 0 戸 702 戸 0 戸
安来市 61 戸 44 戸 0 戸 0 戸
江津市 0 戸 0 戸 3 戸 20 戸
雲南市 0 戸 114 戸 0 戸 0 戸
奥出雲町 0 戸 8 戸 0 戸 0 戸
飯南町 0 戸 0 戸 0 戸 0 戸
川本町 0 戸 0 戸 1 戸 0 戸
美郷町 0 戸 0 戸 7 戸 0 戸
邑南町 0 戸 0 戸 0 戸 0 戸
津和野町 0 戸 0 戸 0 戸 0 戸
吉賀町 0 戸 0 戸 0 戸 0 戸
海士町 0 戸 0 戸 0 戸 0 戸
西ノ島町 0 戸 0 戸 0 戸 0 戸
知夫村 0 戸 0 戸 0 戸 0 戸
隠岐の島町 0 戸 0 戸 0 戸 0 戸
合計 2,987 戸 713 戸 861 戸 1,327 戸
※ 新潟県中越地震の例 （応急仮設住宅供給戸数 ３,６３４ 戸 ÷ 住家被害 １６,９８５ 棟 ＝ ２１.４ ％） を基に想定。

松江市 0 戸 343 戸 286 戸 0 戸
浜田市 70 戸 0 戸 0 戸 61 戸
出雲市 0 戸 1,278 戸 1,969 戸 4 戸
益田市 215 戸 0 戸 0 戸 0 戸
大田市 0 戸 13 戸 8 戸 35 戸
安来市 0 戸 16 戸 19 戸 0 戸
江津市 0 戸 0 戸 2 戸 38 戸
雲南市 0 戸 2 戸 4 戸 0 戸
奥出雲町 0 戸 0 戸 0 戸 0 戸
飯南町 0 戸 0 戸 0 戸 0 戸
川本町 0 戸 0 戸 0 戸 0 戸
美郷町 0 戸 0 戸 0 戸 0 戸
邑南町 0 戸 0 戸 0 戸 0 戸
津和野町 131 戸 0 戸 0 戸 0 戸
吉賀町 3 戸 0 戸 0 戸 0 戸
海士町 0 戸 0 戸 0 戸 0 戸
西ノ島町 0 戸 0 戸 0 戸 0 戸
知夫村 0 戸 0 戸 0 戸 0 戸
隠岐の島町 0 戸 8 戸 8 戸 0 戸
合計 419 戸 1,660 戸 2,296 戸 138 戸
※ 新潟県中越地震の例 （応急仮設住宅供給戸数 ３,６３４ 戸 ÷ 住家被害 １６,９８５ 棟 ＝ ２１.４ ％） を基に想定。

市町村名
宍道断層の地震 宍道湖南方の地震 大田市西南方の地震 浜田市沿岸の地震

M7.1（平日冬18時） M7.1（平日冬5時） M7.3（平日冬5時） M7.3（平日冬18時）

市町村名
弥栄断層帯の地震

出雲市沖合の地震
（断層北傾斜）

出雲市沖合の地震
（断層南傾斜）

浜田市沖合の地震

M7.6（平日冬5時） M7.5（平日冬5時） M7.5（平日冬18時） M7.3（平日冬5時）
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第1節 被害想定に基づく応急仮設住宅の必要戸数の想定等

（棟数）

松江市 45 戸
浜田市 3 戸
出雲市 20 戸
益田市 3 戸
大田市 6 戸
安来市 0 戸
江津市 1 戸
海士町 5 戸
西ノ島町 16 戸
知夫村 10 戸
隠岐の島町 49 戸
合計 158 戸
※ 新潟県中越地震の例 （応急仮設住宅供給戸数 ３,６３４ 戸 ÷ 住家被害 １６,９８５ 棟 ＝ ２１.４ ％） を基に想定。

市町村名
佐渡島北方沖地震

M7.85

住家被害と応急仮設住宅供給戸数の状況

（応急仮設住宅建設必携中間とりまとめ　国土交通省住宅局作成）より抜粋 （平成24年4月19日時点）

（※１）阪神・淡路大震災について（確定版）消防庁（H18.5.19)

（※２）平成16年（2004年）新潟県中越地震（確定版）消防庁（H21.10.21)

（※３）警察庁発表（H24/4/18現在）

（※４）平成24年4月2日時点の必要戸数

（※５）平成24年4月17日時点

東日本大震災

（H23.3.11）

住家被害に対する応急
仮設住宅供給の割合

①＋②

阪神・淡路大震災

（H7.1.17)

新潟県中越地震

（H16.10.23）

住
家
被
害

応
急
仮
設
住
宅

全壊

半壊

①合計

応急仮設住宅
（建設分）

応急仮設住宅
（みなし仮設住宅）

②合計
（建設＋みなし）

戸

戸　（※３） 189,126

104,906 3,175棟　（※１） 棟　（※２） 129,479

144,274 棟　（※１） 13,810 棟　（※２） 256,077

298,051

福島県以外（※６）

48,300 戸 3,460 戸 53,516 戸 36,394

249,180 棟 16,985 棟 385,556

戸　（※３） 108,925

139 戸 174 戸 68,334

3,634 戸 121,850 戸 79,263

26.6%

（※６）福島県では、福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域、計画的避難区域等からの避難者のための
応急仮設住宅も供給されていることを勘案し、福島県分を除いて算定。

戸　（※３）

戸　（※３）

戸

戸　（※４）

戸　（※５）

戸

31.6%19.4% 21.4%

戸 42,869

48,439 戸
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第1節 被害想定に基づく応急仮設住宅の必要戸数の想定等

３ 災害発生後に行う必要戸数の推計方法の確認

○ 過去の大震災では災害発生後、３日程度は被災状況等の情報は入ってこない状況で

あり、限られた情報を基に必要戸数を推計する必要がある。

○ 次の推計方法により確認することが考えられる。

時 期 推計方法（震災の場合）

発災直後 必要戸数 ＝ 「第１節 ２」（P9）による戸数

避難者数の情報を随時更新。
～２、３週間 上記推計戸数を基に、順次、市町村の要望調査による戸数に置

き換え

３週間～ 市町村による要望調査により算出。

○ 借上げによる応急仮設住宅と建設による応急仮設住宅の割合は、次のとおり推計す

ることが考えられる。（東日本大震災での実績を基に設定）

推計方法

借上げ戸数：建設戸数 ＝ １：１
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第1節 被害想定に基づく応急仮設住宅の必要戸数の想定等

【東日本大震災での推計方法】

発災直後
→ → →

→

→

→ → →

→

～２,　３週間

→ → →

→

→

→ →

→

３週間～

→ → →

→

→

→ 必要に応じ市町村の要望戸数を把握

出典 ： 応急仮設住宅建設必携中間とりまとめ（国土交通省住宅局住宅生産課）

仮設住宅と借上げ住宅の割
合を把握するため，避難者に
アンケート調査を実施（35,000
戸中，仮設住宅 18,000戸，公
営住宅 1,000戸）

公営住宅等 1,000戸,　民間賃
貸住宅等の借上げ 5,000戸を
想定。

民間賃貸，親戚との同居，自
己修繕などの世帯が想定より
多かった。

要望戸数の積み上げ及び３月
末現在の避難者数（仙台市を
除く）から全半壊戸数 27,000
戸のうち自力住宅確保が困難
な者を９割と想定。

４回程度定期に市町村に対し
て要望戸数を調査（２回目で
概ね現状の戸数）

避難状況を踏まえ 15,000戸の
追加供給を決定（35,000戸
中，仮設住宅 24,000戸，借上
げ住宅 10,000戸，公営住宅
1,000戸）

7/15　16,000戸

実質申し込み数 12,781 世帯
×1.1

3/20 時点の罹災世帯 2,100
＋避難指示区域戸数 18,100
を合わせて 20,000戸と推計。

5/9　14,000戸 5/20　23,000戸 4/14　24,000戸

27,000 × 0.9 ＝ 24,000
仙台市要望 3,000戸

合計　27,000戸とし，概ね３万
戸程度が必要と見込んだ。

避難者の想定世帯数　20,000
世帯から公営住宅等への入
居想定世帯数を差し引いて算
出（公営住宅 700戸，自己修
繕 1,000戸，内陸部等 300戸
で，計 2,000戸と試算）

民間賃貸住宅は沿岸部にお
いてほぼ空きがないことから
仮設住宅が多くなると想定。

3/17～県内市町村を直接訪
問の上，建設要望戸数の聞き
取り調査を実施。

3/14　10,000戸 3/14　14,000戸

3/16　15,000戸

3/31　18,000戸 4/1　30,000戸 3/22　14,000戸

うち１／３ （約7,000戸） は民
間賃貸住宅と想定
22,000－7,000＝15,000戸

うち全半壊, 流出
7割と想定＝22,000世帯

沿岸部の避難者数（3/12現
在）
約9,300人／3人（世帯）＝
31,000世帯

被害の甚大な宮古以南の６市
町においては避難世帯数の
80％が仮設住宅を希望するも
のと想定。
（被害状況より,　当初算定した
「約半数」以上は仮設住宅が
必要と見込み,　もともと持ち家
率が高く民間賃貸住宅の活用
があまり見込めないことから,
「80％」と設定。　残り 20％は,
公営住宅等の他の手段を活
用すると想定）

当面,　10,000戸を建設要請

プレハブ協会よりリース 3,300
戸（全体で 10,000戸）,買取り
10,000戸（全体で 30,000戸）
を最大限活用するため 14,000
戸と算定。

建築住宅課の推計に基づき，
民間住宅借上げ，公営住宅の
借上げ，応急仮設住宅の供給
を合わせ，被災者向け20,000
戸の住宅を供給することを決
定。（うち応急仮設住宅は
14,000戸，借上げ住宅は
5,000戸，公営住宅 1,000戸
（空き住戸））

岩手県 宮城県 福島県

保健福祉部局の算定により,
被災想定世帯数の約半数（建
築住宅課では避難者の多くは
家を失っており,　明らかに不
足しているとの認識）

避難世帯,　津波被害等による
罹災世帯を２万世帯程度と想
定。

3/14　8,800戸
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第２節 想定必要戸数に応じた建設候補地の確保

１ 建設候補地の事前調査・リスト化

○ 次の項目を整理して、建設候補地毎に現地調査の上、チェックリストを作成しリス

ト化する。

市町村名

地名地番

敷地面積

想定建設戸数

想定利用者数

配置計画図の有無

土地所有者

（農地の場合）　転用手続きの有無

必要な施設

災害（洪水・内水・高潮・津波・土砂災害・火山等）での被害想定区域を含むか否か

資材搬入等経路（道路の幅員）

土砂災害警戒区域の指定

急傾斜崩壊危険区域の指定の有無

がけ地の有無

危険物（ガスタンク・危険物倉庫等が近隣にないか）の有無

悪臭，振動，騒音（鉄道・幹線道路等）

日当たり

夜間の敷地までの経路（夜間街路灯の状況）

駅・バス停までの徒歩での所要時間

電車・バス（運行本数等）

医療施設の有無，有の場合は距離

公民館，郵便局，金融機関，学校などの有無，有の場合は距離

施工上留意が必要な地盤の状況等

木杭で対応できる地盤か（圧密沈下中である埋立地など，軟弱地盤でないか）

敷地境界（ブロック，杭等で明確になっているか）

敷地の高低差（法面・擁壁の状況等）

敷地の排水状況（雨水排水等）

積雪への対応

上水道・下水道の有無

下水道がない場合，浄化槽法流先は最寄にあるか

ガス・LPGの有無

電気のための電柱（無い場合は最寄の電柱からの距離），高圧か低圧か

消防水利（消火栓・防火水槽等）の有無，無い場合は代替機能があるか

電話のための電柱（無い場合は最寄の電柱からの距離），ケーブルテレビの有無

テレビ：一般放送の受信状況（地上デジタル受信状況など）

テレビ：衛星放送の受信状況（遮蔽物等）

難視聴地域を含むか否か

敷地造成等

ライフライン

電話・テレビ

（民有地の場合）　名義／協定書等の契約の有無／有償・無償／２年以上の借用の可否・可の場合の借
用期間

①　基本情報

②　周辺環境の状況

③　敷地の状況

安全性

住環境

利便性
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第２節 想定必要戸数に応じた建設候補地の確保

２ 定期的見直しと災害発生時の体制準備等

○ 建設候補地リストは紙媒体やデータ等の複数媒体で関係各課で保管・管理し、災

害時にすぐに活用できるようにしておく。

○ なお、土地の利用状況の変化に対応するため、年に１度、定期的に見直すことと

する。
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第3節 標準仕様の設定

１ 標準仕様

○現在、本県では、特例社団法人プレハブ建築協会（以下「プレ協」という。）と応急仮

設住宅建設に関する協定を締結しており、規模・仕様等については標準プランから選定

することとなっている。

○ 東日本大震災においては、プレハブ建築メーカー、ハウスメーカー、地元業者等が仮

設住宅を供給したことを踏まえ、本県においても、仮設住宅の建設事業者について、今

後、それぞれの特性を考慮しつつ、必要な事項を検討する。

○主な建設事業者等の特性は次のとおり

・プレ協：プレハブ建築メーカー系（規格建築部会）

一定戸数（一万戸程度）までは解体処分負担の無いリース対応ができ、初動が早

く工期が短く、仮設の経験が豊富で、宅地以外の多様な用地への対応力がある。

・プレ協：ハウスメーカー系（住宅部会）

大量供給が求められる際の供給力は極めて大きく、立ち上がりに一定の時間を要

するが、生産が軌道に乗ると工期は極めて短く、住宅としての仕様はプレハブ建築

系よりも水準が高い。

・地元業者等

特に、木造応急仮設住宅の場合、被災地の災害後の経済・雇用の創出により、復

興支援の効果が期待できる。

仕様等については規格部材等にとらわれない設定ができること、また、建設後一

定期間使用することから、プランについても入居者のコミュニティに配慮した柔軟

な対応が可能である。
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第3節 標準仕様の設定

【東日本大震災における応急仮設住宅の仕様等】

プレハブ協会・規格建築部会 プレハブ協会・住宅部会

構造
軽量形鋼ブレース構造，鉄骨型鋼製ユニット構

造　　（積雪１ｍ）
鉄骨，木造等　　（積雪１ｍ）

基礎 木杭（一部Ｈ綱基礎又はコンクリート板あり 木杭（一部束石又はコンクリート板あり）

屋根 折板屋根 折板屋根，切妻屋根，片流屋根等

天井 天井グラスウール　10kg品　厚さ10㎝ 天井グラスウール　10kg品　厚さ10㎝相当

世帯間間仕切り 石膏ボード　t=9.5+12.5　（小屋裏まで３世帯毎） 石膏ボード　t=9.5+12.5　（小屋裏まで３世帯毎）

間仕切り
居室間の開口がない間仕切り，一部アコーディ

オン化
居室間の開口がない間仕切り，一部アコーディ

オン化

床パネル　グラスウール厚さ　5㎝
＋ポリエチレンフィルム敷　t=0.15㎝

グラスウール　10kg品　厚さ5㎝以上

タイルカーペット タイルカーペット，クッションフロア，フローリング

壁 外壁パネル・グラスウール 10kg厚さ5㎝ 相当 サイディング・グラスウール 10kg厚さ10㎝ 相当

窓 引き違いアルミサッシ窓 ペアガラス

袖壁 袖壁

手すり 手すり

網戸なし 網戸なし

トイレ 手すり・暖房便座用コンセント 手すり・暖房便座用コンセント

庇・雨樋・物干 なし なし

空調設備 エアコン（居間） エアコン（居間）

給排水設備
硬質塩化ビニル管又は架橋ポリエチレン管

止水栓・保温巻・給湯給水立上り管ヒーター巻
硬質塩化ビニル管又は架橋ポリエチレン管

給湯給水立上り管ヒーター巻

換気設備 なし 小屋裏の換気扇・換気口

防災設備 住宅用火災報知器 住宅用火災報知器

外部通路 砕石敷き（通路幅４～６ｍ） 砕石敷き（通路幅４～６ｍ）

玄関スロープ なし なし

浄化槽 断熱材吹付け（又は埋め込み型） 断熱材吹付け（又は埋め込み型）

外灯の設置

消火器設置 各棟に１台設置 各棟に１台設置

カーブミラーの
設置

外
構
等

本
体

設
備

部位

東日本大震災における当初仕様の標準例（岩手県の例）

床

玄関

浴室 手すり 手すり
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第3節 標準仕様の設定

公募による地元業者

鉄骨，木造等　　（積雪１ｍ） －
積雪２ｍ（積雪地）

鉄骨造の熱橋防止措置

木杭（一部コンクリート板あり） － 木杭2本／900ピッチ（積雪地）

折板屋根，切妻屋根，片流屋根等 －

雪下ろしのための屋根転落防止用ア
ングル（積雪地）

屋根昇降用ハシゴ固定金物（積雪
地）

屋根の遮熱，断熱措置
積雪対応のための屋根・庇の形状の

工夫（積雪地）

グラスウール　10kg品　厚さ10㎝ － －

石膏ボード　t=9.5+12.5　（小屋裏まで各世帯
毎）

長屋形式等の遮音性能の改善

アコーディオン化など －

グラスウール　10kg品　厚さ5㎝以上 － －

タイルカーペット又は畳
畳を要望に応じて1室設置（畳のない

住戸のみ）
畳の標準化，畳寄せの検討

グラスウール　10kg品　厚さ10㎝以上
【規格部会のみ】　外断熱工事による

断熱材の追加（5㎝→10㎝）
－

ペアガラス 【規格部会のみ】　二重サッシ化 掃き出し窓の採用

袖壁 風除室

手すり －

一部住戸に網戸設置 追加設置（玄関網戸のない住戸）

手すり・暖房便座用コンセント 暖房便座 －

なし 庇又は雨樋の追加設置 －

エアコン（居間） 暖房器具（市町村設置） －

硬質塩化ビニル管又は架橋ポリエチレン管
止水栓・保温巻・給湯給水立上り管ヒーター巻

床下の吹き抜け防止等
凍結防止のための水抜栓の設置（寒

冷地）

小屋裏の換気扇・換気口追加
床下の換気扇・換気口追加（設置可

能な住戸）
－

住宅用火災報知器 －

砕石敷き（通路幅４～６ｍ） アスファルト舗装（歩行者用）
推雪スペースの確保（積雪地）

除雪車の通行幅の確保（積雪地）

なし 要望に応じて追加設置 －

断熱材吹付け（又は埋め込み型） － －

要望に応じて追加設置 －

各棟に１台設置 要望に応じて追加設置 －

－

追加工事で対応した内容
（岩手県の例）

＜左記以外の仕様＞
その他，積雪地等で採用された仕様

及び
今後，検討・見直しを行う仕様

手すり
要望に応じて追い焚き機能の追加設

置

車いす利用等も考慮した玄関幅の検
討

浴室出入口の段差解消
浴室またぎの深さの改善

シャワーの取り付け位置の改善
洗濯機に近い平面計画の工夫
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第4節 建設事業者等との協定・発注準備

１ 協定

○ 建設については、プレ協と応急仮設住宅に関する協力協定を締結している。

（47都道府県で締結）

○ 民間賃貸住宅の媒介については，公益社団法人島根県宅地建物取引業協会及び公

益社団法人全日本不動産協会島根県本部と、また、同住宅の情報提供については、

公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会と協定を結んでいる。

【東日本大震災における応急仮設住宅の供給状況（平成24年3月5日時点）】

プレ協（規格建築部会） 28,793戸（54.2％）

応急仮設住宅建設戸数 プレ協（住宅部会） 14,587戸（27.5％）

公募等による地元業者 9,697戸（18.3%）

計 53,077戸（100％）

民間賃貸住宅の借上げによる供給戸数 68,160戸

合 計 121,237戸
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第4節 建設事業者等との協定・発注準備

【東日本大震災における各建設事業者等の特性等】

一般公募により
参画した地元事業者

住宅部会 ・

・ ・

その他

・

　平均工期日数　39.5日 　平均工期日数　39.5日 　平均工期日数　47.5日

　戸当たり価格　500万円以下 　戸当たり価格　600万円以上 　戸当たり価格　600万円

　　 （外構，除却込み） （本体のみ，除却費別） 　　　　　（除却費別）

  ・ 住田町の第三セ
    クター（住田住宅
    産業）

  ・ 女川町のコンテナ
    ハウス等

（社）日本ツー
バイフォー建築
協会，（社）日
本木造住宅産
業協会，（社）
全国中小建築
工事業団体連
合会，輸入住
宅産業協議会
の会員企業（ハ
ウスメーカー
等）

（社）プレハブ建築協会

広義の住宅部会

（社）プレハ
ブ建築協会
会員企業
（ハウスメー
カー等）によ
り構成

  ・ 木造住宅だけでな
　  く，鉄骨造のものを
    供給する事業者も
    参画

（社）　住宅生産団体連合会

（社）プレハブ建築協会会員
企業のうち組立ハウス及びユ
ニットハウスの生産，設計，施
工，販売，リース等を行ってい
る会員により構成

規格建築部会

組立ハウス及びユニットハウ
スは，店舗，工場，倉庫，宿
舎，事務所，応急仮設住宅な
どに活用

　・ 大規模敷地等におけるスケー
　　ルメリットを活かした供給が可能

　・ 生産ラインの設置等の立上がり
　　に一定の時間を要するが，生産
　　が軌道に乗ると工期は短い

　・ 大量生産が求められる際の供給
　　力は大きい

　・ 仮設ではない，本建築住宅をべ
　　ースとしているため，性能等は
　　リース対応の応急仮設住宅と
　　比較して水準が高い傾向にある

　・ コストが高い

　・ 仮設建設の経験が豊富で，多
　　様な用地への対応力がある

　・ 一万戸まで解体処分負担の
　　無いリース対応が可能である

　・ 初動が早く工期が短い

　・ 平均工期日数が他に比べ
　　長い

　・ 事業者の選定に時間を要
　　する

　・ 被災地の災害後の経済・
　　雇用の改善に貢献する

　・ 仕様等について柔軟な対
　　応が可能である

　・ 営業エリアや供給能力に
　　配慮が必要となる

　・ 建設に向けた協議・調整等
　　を事業者毎に行う必要があ
　　り，行政の事業作業量は増
　　加する傾向がある

　・ コストは中庸
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第4節 建設事業者等との協定・発注準備

【島根県において必要な対策】

○ 本県においても東日本大震災での課題を踏まえ、リースでの対応ができなくなる

大規模災害時にも、応急仮設住宅の建設を迅速に進めるために、地元工務店団体等、

複数団体との協定締結を進める必要がある。

○ 東日本大震災で民間賃貸住宅の借り上げによる応急仮設住宅が、本格的に供給され

たことを踏まえ、借家経営者団体との協定締結についても検討が必要である。

【想定必要戸数と供給能力との比較】

被害想定に基づく プレ協 過去の大災害での

想定必要建設戸数 の供給能力(リース) 建設戸数

借上：建設＝１：１

と仮定した場合 ＜ ＜

約1,500戸 10,000戸 概ね50,000戸

（建設期間2ヶ月）

（宍道断層による （最長でも6ヶ月

地 震 M7.1） （1ヶ月以内の供給 以 内 に 建 設 ） ※

能力は約2,500戸）

※過去の東日本大震災、阪神・淡路大震災での最大限の取組においては、概ね5万戸

の建設仮設を、災害発生後、最長でも6ヶ月以内に建設している。

（日本における建設での最大供給能力：約5万戸）
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第4節 建設事業者等との協定・発注準備

【建設に係る新たな協定締結にあたっての課題】

○ 協定締結団体において、用地の調査等への協力や個別企業間の調整等を実施できる

体制が構築されていること。

現時点で、プレ協以外では一般社団法人全国木造建設事業協会が想定される。

（東日本大震災での実績を踏まえ，応急仮設木造住宅建設等を目的として H23.9.1 に設立された。）

○ 本県においても、それぞれの団体の特性を踏まえ、災害規模等に応じてどのように

発注するか予め方針を整理しておく。



- 22 -

第4節 建設事業者等との協定・発注準備

2 発注準備

○ 応急仮設住宅は地方自治法上随意契約が認められている。（災害時に緊急に必要な

もの：地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の2第1項第5号）

○ 契約種別は物品購入（リース又は買い取り）で調達されている。（請負ではない）

○ 業者の斡旋等を含む協定については、公正取引上も許容されている。

○ 発注は建設用地、戸数、住戸タイプ等を県が事業者に指示することによって行われ

る。

○ 代金の支払いは、納品後（応急仮設住宅の場合は県等への引き渡し後）に提出され

る請求書による精算払いが原則。

【発注の考え方】

○ 初動が早く工期が短く、コストが低いことから、プレ協（リース：規格建築部会）

を第１優先とする。

○ 仕様等や小規模敷地で、柔軟な対応が可能であり、コストが中庸であることから、

工務店団体等を第２優先とする。（工務店団体等と協定締結した場合）

○ 初動に時間がかかり、コストが高いことからプレ協（住宅部会）を第３優先とする。

必要建設戸数 発 注 先 発 注 方 針

1,500戸以内 プレ協（規格建築部会） 大規模敷地

学校のグランドなど早期撤去を目指す敷地

1,500戸超 プレ協（規格建築部会） 大規模敷地

3,000戸以内 学校のグランドなど早期撤去を目指す敷地

工務店団体等 小規模敷地

工務店の得意な地域

3,000戸超 プレ協（規格建築部会） 大規模敷地

学校のグランドなど早期撤去を目指す敷地

プレ協（住宅部会） 用地確保に時間が必要な敷地（造成等）

工務店団体等 小規模敷地

工務店の得意な地域

公募事業者 小規模敷地

事業者の得意な地域
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第5節 関係者間の役割分担，情報連絡体制

県災害対策本部

県地区災害対策本部

防災部
防災危機管理課 隠岐支庁県土整備局

（災害救助法） 県土整備事務所

土木部

総括

（参事）

建築住宅課

総合調整

（住宅建設Ｇ）

公営住宅調整

（住宅管理Ｇ）

民間賃貸住宅の調整

（住宅企画Ｇ）

総務部 営繕課

発注

（企画Ｇ）

用地調査・設計 用地調査・工事監理

（建築G・設備Ｇ） （建築部）
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第5節 関係者間の役割分担，情報連絡体制

1 県の業務

○ 応急仮設住宅の供与（建設関係）に関する県災害対策本部の関係部署の業務分掌は、

次のとおり。

所属 業務分掌

防災部 防災危機管 災害救助法担当 ○ 内閣府との協議、連絡調整等に関すること

理課 ○ 各部との調整等に関すること

○ 建設戸数に係る市町村との連絡調整

○ 予算要求に関すること

○ 必要戸数、建設計画決定に関すること

○ 建設協定団体への建設要請に関すること

土木部 参事 ○ 必要戸数、建設計画の決定に係る協議、連

（総括） 絡調整等に関すること

建築住宅課 ○ 予算に係る防災危機管理課との協議、連絡

総合調整 調整等に関すること

（住宅建設Ｇ） ○ 国土交通省、建設協力団体との協議・調整

等

○ 災害対策本部への提案・報告等

公営住宅調整 ○ 県営住宅、市町村営住宅、その他公的住宅

（住宅管理Ｇ） への入居に関すること

民 間 賃 貸 住 宅 の ○ 宅地建物取引業協会等への民間賃貸住宅の

調整 提供に関すること

（住宅企画Ｇ）

隠岐支庁、 用 地 調 査 ・ 工 事 ○ 建設予定地の状況調査に関すること

県土整備事 監理 ○ 応急仮設住宅建設の工事監理に関すること

務所 （建築部） ○ 検査に関すること

総務部 営繕課 発注 ○ 予算執行に関すること

（企画Ｇ） ○ 発注・契約に関すること

○ 状況調査に関すること

用地調査・設計 ○ 仮設住宅の配置計画、及び設計図書に関す

（建築G・設備G） ること

○ 検査に関すること
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第5節 関係者間の役割分担，情報連絡体制

２ 市町村の業務

○ 市町村の業務は次のとおり。

時期 業務

○ 必要戸数の把握及び県への報告、要望に関すること

○ 建設地の選定・確保に関すること

工事着手前 ○ 建設予定地の状況調査に関すること

○ 建設地の土地使用承諾、使用契約に関すること

○ 避難場所ヒアリング調査に関すること

○ 配置計画図の準備に関すること

○ 工事着手時及び完了検査時の立会に関すること

工事～完了 ○ 仮設住宅に関するインフラの復旧確認に関すること

○ 周辺住民対応に関すること

入居・管理 ○ 入退去及び維持管理に関すること

３ 関係団体等の業務

○ 建設協定団体及び建設事業者の業務は次のとおり。

関係団体等 業務

○ 県と締結した応急仮設住宅建設に関する協定に基づく業務

・建設地の現地調査・確認

建設協定団体 ・団地配置図の作成

・建設事業者の斡旋

○ 年に１回、県へ供給能力等の状況報告、会員名簿の提出，

県市町村が行う模擬訓練への参加・協力

○ 建設協定団体から県に斡旋された後、該当する応急仮設

住宅団地に係る次の業務

建設事業者 ・実施設計図の作成

・工事（屋外附帯工事を含む）の実績

・追加工事への対応

・工事完了検査後の瑕疵対応

・供与完了後の解体・処分
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第6節 コミュニティ・要配慮者への配慮方針

１ コミュニティ施設，交通の確保

○ 集会室・談話室・ベンチ・あずまやなどを設けることは、仮設住宅内のコミュニテ

ィ形成に寄与するため、コミュニティ施設を一定程度設ける。

○ ストック活用の観点から商業施設、診療所等の生活利便施設は、応急仮設住宅近隣

の既存施設をできるだけ活用するが、不足する場合は応急仮設住宅団地内若しくは近

傍に建設する。

○ 特に一定規模以上の団地の場合は、それらの生活利便施設が必要となるため、仮設

で建設する生活利便施設のための用地を予め確保し、計画的に建設する。

○ 仮設店舗等の仮設施設を建設する際は、被災した中小事業者等に事業再開の場を提

供する観点からも、被災市町村等からの要請に基づいて（独）中小企業基盤整備機構

が整備する仮設施設（仮店舗・仮設工場・仮設事務所）の仕組みの活用も有効である。

２ コミュニティ等に配慮した入居管理

○ 入居決定は、高齢者・障がい者等の個々の世帯の必要度に応じて決定すべきことで

あることから、機械的な抽選等により行わないようにする。（東日本大震災に係る応

急仮設住宅について 平成23年4月15日 厚生労働省 社会・援護局総務課長通知）

○ コミュニティ維持の観点から、地域の被災者が一体的に応急仮設住宅団地に入居で

きるようにするために、一定の戸数を確保した上で、従前のコミュニティ単位で入居

募集を行うといった方法も想定され、その場合の募集方法については、被災者に充分

説明した上で実施する。

○ 建設予定、完成予定等の進捗情報について、住宅管理Gは管理者（市町村）に

情報提供を行い連携する。

３ 配置計画の工夫

○ 高齢者の孤独死の防止、入居者同士の交流の促進、コミュニティ形成の観点から、

配置計画上の工夫を行うことが必要である。（玄関口の対面配置等）
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第7節 定期的な情報更新・事前訓練の実施

○ マニュアルの定期的な更新は、より実行的なマニュアルとするための情報更新とな

り、また新任担当者の理解を深め、行政内の緊急体制づくりにも発災時に有効なもの

とするためにも必要である。

○ 年に１回など事前訓練の日を決め、適切な頻度で建設事業者等を含めた事前訓練を

実施する。
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第3章 災害時における対応

第１節 初動（発災当日から数日） ･･･ｐ30

第２節 必要戸数の推計と要請 ･･･ｐ34

第３節 建設事業者の確定・発注 ･･･ｐ36

第４節 用地の確定 ･･･ｐ37
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第８節 瑕疵対応、維持保全・メンテナンス、追加工事対応 ･･･ｐ40
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【標準建設フロー（県）】

□ 関連マニュアルの確認、職員の被災状況を考慮して庁内の体制確立

□ 県が被害を受けた場合は、機能の応急復旧、可能な段階で作業着手

□ 体制に基づく担当者氏名、担当業務の確認

□ 庁内災害対策本部へに仮設住宅建設準備の開始報告

□ 庁内連絡体制の確保

□ 町村との連絡手段の確保、市町村への応援派遣

□ 協定団体との連絡体制の確保

□ 国土交通省との連絡手段の確保

□ 個人情報の管理徹底

□ 各担当の業務スペース、事務、通信機器の確保

□ 車両不足への対応（協定事業者、応援職員の車両の共同利用、保険の確認）

　【初期情報】

□ マニュアルを参考に必要戸数の概算を推定

□ 国土交通省、厚生労働省に必要戸数の報告

　【更新情報】

□ 必要戸数の推定見直し

□ 推定戸数から市町村の要望戸数に置き換え

□ 国土交通省、厚生労働省に必要戸数の見直し報告

□ ６ヶ月以内の完成見通し（工程表）作成

□ 定めた仕様・オプションの見直し、検討

□ 防災総務課、協定団体への仕様確認

□ 被災情報と候補地リストの突合、使用の可能性、充足状況の確認

□ 市町村の用地選定の支援

□ 市町村の要請後、建設地の現地確認、用地確定

資材不足対応 □ 資材不足、買い占め等の懸念がある場合には、建設事業者等への調査

□ 予定戸数の提示

□ 候補地の現地確認

□ 確定地の配置計画等の提案指示、確認

□ 斡旋業者に用地・配置計画案を提示

工期予定・見積もり等の徴収、建設指示（発注）

□ 事前協定以外の公募の実施

□ 工事の進捗、完成見込み等の進捗管理

□ 工事過程での関係者間（各事業者、市町村）の調整

□ 応援職員の支援を受けて、工事節目に検査を実施

※ 検査は、仮設建築物であることを踏まえて合理的に実施

□ 検査後、引き渡しを受けて、管理者（市町村）に引き継ぐ

□ 住宅供給公社への維持保全業務の依頼を検討

□ 緊急を要する入居後の不具合対応、費用の求償

□ 不具合の判断

□ 瑕疵について事業者への補修要請

□ 入居者等の改造の一定程度の許容

□ 改造を認める場合は管理者等が確認

そ
の
他

個人情報管理 □ 関係者への入居者等の個人情報の管理徹底

建
設
に
向
け
た
準
備

建
設
工
事

初
動

（
発
災
当
初
か
ら
数
日

）

必要戸数の推定
と要請

建設事業者の確
定・発注

進捗管理

仕様の確定

用地の確定

マニュアル等の
確認と体制の整
備

連絡体制の整
備、関係者との
協議

業務スペース、
車両の確保等

維持保全・メンテ
ナンス

瑕疵対応

追加工事対応

瑕
疵
対
応

、
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持

保
全

、
メ
ン
テ
ナ

ン
ス

、
追
加
工
事

対
応

検査・引き渡し
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第１節 初動（発災当日から数日）

■初動（発災当日から数日）

報告

国交省

連絡手段
確保 連絡手段

確保

個人情報管理徹底を確認

被害状況
報告

被害状況
把握

連絡手段
確保

被害状況の把握

体制整備・担当者指定

マニュアル等確認

庁内連絡体制の確保

応急仮設住宅の建設準備開始を確認

災害対策
本部

連絡手段確保

機関 市町村

県

建設協定団体 その他防災危機管理
課

建築住宅課 営繕課 関係課

災 害 発 生

２ 連絡体制の整備、関係者との協議

３ 情報の収集・整理・記録・報告・広報

１ マニュアル等の確認と体制の整備
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第１節 初動（発災当日から数日）

１ マニュアル等の確認と体制の整備

○ 県庁舎等が被害を免れた場合は、ただちに関連するマニュアル等を確認し、職員の

被災情報を考慮しながら、庁内の体制を確立する。

○ 県庁舎等が被害を受けた場合は、職員等の安全確保を図りつつ、機能の応急復旧を

行い可能な時期から作業に着手する。

○ 各担当者を指定する。（通常業務量を勘案の上、兼職等の判断を行う。）

役割 指定予定者

各部との調整を行う担当 防災危機管理課

内閣府との協議、連絡調整を行う担当 防災危機管理課

全体を把握する総括担当 土木部参事

応急仮設住宅の戸数等を計画し、用地、仕様等につ 建築住宅課

いて防災部と連携しつつ総合調整を行う担当

発注業務を行う担当 営繕課

用地の調査・確認を行う担当 営繕課

入居・管理に関する市町村への委託事務を行う担当 建築住宅課

建設の技術的検討、実際の建設業務を行う担当 営繕課

2 連絡体制の整備、関係者との協議

○ 県災害対策本部において応急仮設住宅の建設準備の開始を報告する。

○ 庁内の応急仮設住宅全般に係る連絡体制を確保する。（防災危機管理課、営繕課、

建築住宅課）

○ 建設に関する事前協定を締結している事業者等との連絡手段（電話、メール等）を

確保する。

（プレ協は、300戸以上を供給することが見込まれる災害の場合、ただちに現地本部を設置

することとしている。）

○ 市町村の担当部局との連絡手段（電話、メール等）を確保する。なお、必要に応じ

県職員を派遣する。

○国土交通省との連絡体制を確保する。

○ 個人情報の管理について、関係者に徹底する。
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第１節 初動（発災当日から数日）

３ 情報収集・整理、記録、報告、広報

○ 庁内の災害対策本部、警察・消防機関の報告、報道等による災害情報を収集する。

（震度分布、津波浸水範囲、水害浸水等範囲、避難者数等）

○ 連絡体制を通じた関連情報を収集する。

○ 不動産事業者団体等から、借上げ可能な借家の情報を収集する。

○ 応急仮設住宅の建設準備の立ち上げ状況、進行状況について、被災自治体内の災害

対策本部からの報告聴取、報道機関からの取材、国土交通省からの照会などが断続的

に行い得るよう体制を整備し、効率的な情報提供ができるよう整理、記録を行う。

４ 業務スペース、車両の確保等

○ 応急仮設住宅の建設については、計画、建設、用地、発注等の担当ごとに応援職員

を含めた業務スペースと事務機器、通信機器等の確保が必要となるため、庁内に執務

室を確保する必要がある。

○ 応援職員を受け入れる場合、人数分のネットワーク接続パソコンやプリンターの確

保に務める。

○ 災害時には、他部局の災害対応業務でも公用車の需要が高まり、現地確認のための

車両が不足する。このため、協定事業者の車両、応援職員の車両等について、必要な

範囲で共同利用する等の現実的な対応が求められる。（この場合、事故に備えた保険

等の確認が必要）
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第２節 必要戸数の推定と要請

■建設に向けた準備（必要戸数の推計と要請）

内閣府

財政課
調整・協議 国交省

国交省

内閣府

見直し結果
の連絡

推計戸数
の連絡

見直し結果
の連絡

推計戸数
の連絡

初期情報から大まかな
必要戸数の推計

（設置が必要と判断した場合）

 推計戸数
の連絡

推計戸数の取りまとめ
 推計戸数

の連絡
各事業者等
への連絡

推計戸数
の連絡

推計戸数
の連絡

応急仮設住
宅の必要戸
数の把握

照会・回答

必要建設戸数の見直し

推定結果
の確認

推計戸数
の連絡

調整・協議

機関 市町村
県

建設協定団体 その他
防災危機管理課 建築住宅課 営繕課 関係課

１ 初期情報からの推計と要請

２ 追加情報による推計と必要戸数の見直し
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第２節 必要戸数の推定と要請

１ 初期情報からの推計と要請

○ 「第2章 第1節 ２ 災害発生時に行う必要戸数の推計方法の確認」で示されている

推計方法等をもとに、初期情報（避難者数、借上げ可能な民間借家戸数、震度分布、

津波高さ・浸水範囲、水害の浸水範囲等）から大まかな必要戸数の推計を行う。

推計方法（震災の場合）

必要戸数 ＝ 「第１節 ２」（P9）による戸数

借上げ戸数 ：建設戸数 ＝ １ ： １

○ 国土交通省、内閣府に対し、必要戸数（広域での供給要請と地元での供給予定

戸数、借上げ推計戸数）の連絡を行う。

○ この必要戸数は、あくまで「見込み戸数」であり、最終的に供給する応急仮設住宅

が入居需要に対して不足することが無いように、多めに見込んでおくものであり、事

業者への「発注戸数」ではないことを事業者に伝えておく。

○ 必要戸数の公表の際には、初期情報に基づく推計値等であることを明記し、協定団

体や資材供給者等に混乱を招くことのないように留意する。

例 「必要戸数は、現時点の住宅被害集計結果に基づく略算を行った結果では、○○程度。

なお、この推計戸数は、今後の具体的な状況把握の進度に応じて増減するものである。」

２ 追加情報による推計と必要戸数の見直し

○ 初期情報の更新情報に基づき、必要戸数の推計を適宜見直す。

○ 市町村において、詳細被害（全壊、流出、焼失戸数等）に基づく必要戸数の推計、

若しくは避難所の避難者の応急仮設住宅希望等の把握などが進み、市町村としての要

望戸数が確定してきた場合、その内容を確認した上で、推計戸数から要望戸数へ、必

要戸数を置き換えていく。

○ 戸数の見直しを行った場合は、国土交通省、内閣府に報告する。

○ 発災から概ね6ヶ月以内までの完成見通し（工程表）を作成する。
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第２節 必要戸数の推定と要請

３ 建設に向けた準備（協定団体等との協議と発注等）

■建設に向けた準備（協定団体との協議と発注等）

県土事務所

内閣府
国土交通省

財政課 報告
報告

事業者

事業者
契約締結

内閣府
交付決定

機関 市町村
県

建設協定団体 その他
防災危機管理課 建築住宅課 営繕課 関係課

資機材、
事業者の

選定、連絡

候補地の
確認・選定

現地調査ｽｹ
ｼﾞｭｰﾙ作成

候補用地リスト確認

市町村支援
候補用地
の連絡

予定戸数の
連絡、

斡旋要請

現地調査
立会い

現地調査
同行・助言

建設要請
用地の決

定 配置計画
案の作成計画案の

提示

候補用地の現地確認

用地決定
の連絡

契約額等
の集計

交付申請

契約書類
の管理

事業者の
斡旋

提出協議
工期、予算
等の検討

用地及び建設戸数の決定

内容確認
仕様等の事

前確認

契約準備

契約締結

仕様等決定仕様等送付
仕様等
受領

１ 協定団体等との協議と発注、用地の確定、発注仕様の確定
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第３節 建設業者の確定・発注

１ 協定団体等との協議と発注

○ 協定に基づき、プレ協等に対し、それぞれ予定戸数の提示と建設事業者の斡旋要請

を行う。

○ 候補用地について、協定団体の協力を得つつ現地確認を行う。

○ 確定した用地について、協定団体に配置計画等の提案を求めその内容を確認する。

○ 用地及び建設戸数を確定し、関係課及び国等に報告する。

○ 協定団体から斡旋を受けた建設事業者に、用地と配置計画案を示し、工期予定、

見積もり等の提出を受け、建設指示（発注に相当）を行う。

○ 複数の市町村において、災害が生じている場合は、原則準備が整った順に着工する。

２ 協定団体等における体制整備

【協定団体】

○ 協定団体は、応急仮設住宅の需要が見込まれる災害の発生時に、ただちに本部を設

置し、県と速やかに協議を開始する。

○ 県から概ねの予定戸数の連絡を受け、供給能力を勘案して斡旋する建設事業者候補

を選定するとともに、事業者に情報提供する。

○ 候補用地の現地確認に同行し、建設可能性について助言する。

○ 県が確定した用地について、配置計画案等を作成し、県に提出する。

○ 県から用地及び建設戸数の確定の連絡を受け、建設事業者を斡旋する。

【各社】

○ 協定団体から斡旋を受ける各社においては、災害発生後、連絡体制を整備し、協定

団体に連絡するとともに、建設準備を開始する。

○ 県から具体の用地と配置計画案の提示を受け、工期、予算等の見積もりを検討し提

出する。

○ 県からの建設指示を受け、詳細設計、建設工事を開始する。
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第４節 用地の選定

１ 候補用地リストの確認

【県】

○ 県で用地を担当する者は、災害発生後ただちに把握される被災の情報と候補用地リ

ストを突合し、被災による各用地の使用可能の検討、地域別及び全体としての推計

必要戸数の充足状況を確認する。

○ 用地については、市町村が主体的に選定することとされており、災害時の災害市町

村体制の脆弱性に鑑み、県が用地選定の支援を行う。

【市町村】

○ 市町村は、候補用地リストの被災状況、使用可能性の確認を行う。

○ 予め想定された候補地では不足する場合、準ずる優先度の用地の確認を行う。

２ 用地の選定

【県】

○ 県は、協定団体等の協力を得て要請を受けた建設用地の確認を行い、用地として確

定する。

【市町村】

○ 市町村は、候補用地を確認し、住民の意向等を聴取若しくは想定し、県に建設を要

請する。

第５節 発注仕様の確定

【県】

○ 予め定められた仕様及びオプションについて、実際の被害や避難者の状況に鑑み、

オプションの選定、追加的仕様の検討を行う。

○ 仕様について、防災危機管理課、協定団体に確認を求める。
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■建設工事

事業者

協定団体等

事業者

引渡

事業者
鍵等引渡し

完成検査

引渡

建設費支払

引込工事
住宅建設工

事

応急仮設住
宅完成

完成検査
立会い

完成届 事前検査

問題調整等 問題調整等 着工

県土事務所

地縄張り検査 地縄張り地縄張り

機関 市町村

県

建設協定団体 その他
防災危機管理課 建築住宅課 営繕課 関係課

１ 建設の進捗管理、検査、引き渡し等
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第６節 資材不足等への対応

１ 建設事業者からの情報収集

【県】

○ 応急仮設住宅の建設にあたり、資材の不足、買い占め等が生じている状況や、生じ

る懸念が認められた場合は、建設事業者等から情報収集する等の調査を行う。

第７節 建設の進捗管理、検査、引き渡し等

１ 進捗管理

【県】

○ 各団地の工事の進捗状況、完成見込み等の進捗管理を行う。

○ 工事の過程で、建設事業者と、上下水道事業者、エネルギー事業者、市町村等の関

係者間で、問題が発生した場合はその調整を行う。

【協定団体】

○ 各社、各団地の工事の進捗状況、完成見込み、発生した諸問題を把握し、県に定期

に報告する。

２ 検査・引き渡し

【県】

○ 各団地については、工事の節目に地縄張り検査、中間検査、完了検査を行う。

県職員で不足する場合は、応援職員の支援を受けて実施する。

○ 検査終了後、引渡しを受け、管理者（市町村）に引き継ぐ。

【建設事業者・協定団体】

○ 建設事業者・協定団体等は県に引渡しを行う前に検査を行う。
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第８節 瑕疵対応、維持保全・メンテナンス、追加工事対応

１ 維持保全・メンテナンス

○ 維持保全、メンテナンス対応は、被災県から市町村に委任されるケースがこれまで

多かったが、被災市町村には、その能力が不足する場合があるため、県営住宅の管理

代行者等に維持保全を依頼することが考えられる。

○ 入居後の不具合について、市町村若しくは県営住宅の管理代行者が受け、緊急を要

する場合は、即時に対応し、原因程度に応じて、建設事業者等に費用を求償する。

２ 瑕疵対応

○ 予めマニュアルを作成した上で、そのマニュアルに基づき、技術的な知見を有する

管理代行者において、引渡し後の不具合が、建設事業者の瑕疵によるものか、入居者

等の責によるものか、予震等特定の者の責によらないものか等について一定の判断を

行い、瑕疵については事業者に補修を要請する。

３ 追加工事対応

○ 一律の追加工事については、可能な限り行うことの無いよう、事前に必要な仕様は

備えておくことが望まれる。一方、個別の追加工事要望の発生は避けがたく、斟酌す

べき事情に基づく追加工事については、公平性を過剰に重視せず、市町村若しくは管

理代行者による個別の対応を是とする。工事は必ずしも本体工事を行った事業者とせ

ず、管理代行者に行わせることもあり得る。

○ また、入居者、ボランティア等による改造等を一定程度許容する。改造を認める場

合は危険な改造とならないよう、管理者又は管理代行者が確認を行う。

第９節 個人情報の管理

○ 関係者は、入居者リストなど個人情報を保有する場合は、個人情報の漏えい、紛失

や滅失等がないよう、十分な情報管理を行う。なお、これらに留意した上で、自治体

部局間等の関係者間で必要な情報の共有を行う。
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第4章 応急仮設住宅の建設に関する連絡担当課一覧

第１節 県庁関係課 ･･･ｐ42

第２節 市町村担当課 ･･･ｐ42

第３節 国連絡先 ･･･ｐ43

第４節 協定団体等 ･･･ｐ43
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第１節 県関係課

所 属 担 当 電 話 備 考

防災危機管理課 防災G 8-300-2-6380

営繕課 企画G 8-300-2-6596

建築住宅課 住宅管理G・住宅建設G・住宅企画G 8-300-2-5618

隠岐支庁県土整備局 建築部 8-327-2-9729

松江県土整備事務所 建築部 8-321-2-5756

雲南県土整備事務所 建築部 8-322-2-9590

出雲県土整備事務所 建築部 8-323-2-5659

県央県土整備事務所 建築部 8-324-2-9609

浜田県土整備事務所 建築部 8-325-2-5686

益田県土整備事務所 建築部 8-326-2-9658

第２節 市町村担当課

市町村 担当課 担当係（グループ） 電 話

松江市 防災安全課 防災安全係 0852-55-5115

浜田市 安全安心推進課 防災安全係 0855-25-9122

出雲市 防災安全課 防災係 0853-21-6606

益田市 危機管理対策課 0856-31-0601

大田市 危機管理室 安全防災係 0854-82-1600

安来市 危機管理課 危機管理セクション 0854-23-3074

江津市 総務課 防災係 0855-52-2501

雲南市 危機管理室 危機管理グループ 0854-40-1027

奥出雲町 総務課 危機管理情報グループ 0854-54-2505

飯南町 総務課 消防防災担当 0854-76-2211

川本町 総務財政課 総務係 0855-72-0631

美郷町 総務課 0855-75-1211

邑南町 危機管理課 消防防災係 0855-95-0810

津和野町 総務財政課 消防防災係 0856-74-0028

吉賀町 総務課 0856-77-1111

海士町 総務課 総務防災係 08514-2-0113

西ノ島町 総務課 企画防災係 08514-6-0101

知夫村 総務課 庶務係 08514-8-2211

隠岐の島町 総務課 消防防災係 08512-2-2111



- 43 -

第３節 国連絡先

機 関 担 当 電 話

国土交通省中国地方整備局 建政部都市・住宅整備課 082-511-6198

第４節 協定団体等

会 社 電 話 備 考

特例社団法人 プレハブ建築協会 03-5280-3121
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関係資料

【平常時の準備】
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９ 応急仮設住宅工事監理・検査要領 ･･･ｐ62
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１ 建設候補地敷地概要調書

番号 施設名 所在地

㎡ 想定戸数 戸

土地所有者

名義人

敷地概要図

敷地概要調書

有償・無償

可の場合の借用期間

民
有
地
の
場
合

住所・連絡先

市町村名

建設時に必要な手続き等

敷地面積 配置計画図の有無

協定書等の契約の有無

２年以上の借用の可・否
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役所・役場

駅・バス停

保育所

小学校

中学校

医療施設

商店街・スーパー

地盤の状況

（木杭で対応できる地盤か）

敷地境界

（ブロック、杭等で明確になっ
ているか）

その他建物配置上考慮
すべき事項

上水道

下水道

電気

ガス・ＬＰＧ

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

電話・テレビ

関係事業者等連絡先現況 建設時の対応

敷
地
造
成
等

（被害想定区域、土砂災害警戒区
域、急傾斜崩壊危険区域、がけ
地、危険物等）

利
便
性

周辺道路（幅員）

敷地の安全性

住環境

（日当たり、悪臭、騒音等）
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１ 建設協力団体との協定
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３ 建設協力団体への建設可能戸数照会

平成 年 月 日

協定団体の長 様

島根県○○○○○○○○○○

〒690-8501 松江市殿町１

（公印省略）

応急仮設住宅建設可能戸数について（照会）

平成 年 月 日に発生した○○○○災害により、県内で災害救助法の適用が

予定されます。（ 月 日に、県内で災害救助法が適用されました。）

そのため、応急仮設住宅の建設が必要と見込まれますので、別紙により応急仮設住宅

の建設可能戸数について、 月 日までに回答してください。

担当 ○○グループ

電話 0852-22-○○○○

電子メール @pref.shimane.lg.jp

（担当者 ○○）
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３ 建設協力団体への建設可能戸数照会

平成 年 月 日

島根県○○○○○○○○ 様

特例社団法人 プレハブ建築協会会長

応急仮設住宅供給可能戸数について（回答）

平成 年 月 日で依頼のあったこのことについて、次のとおり回答します。

（単位：戸）

住宅の種類 供給可能戸数

工 法 間取り 現在在庫 1月以内 2月以内 3月以内

組立タイプ １DK

（19.8㎡）

２DK

（29.7㎡）

３K

（39.6㎡）

ユニット １DK

タイプ （19.8㎡）

２DK

（29.7㎡）

３K

（39.6㎡）
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4 市町村の建設要望戸数の確認

平成 年 月 日

島根県知事 様

○○市町村長

（公印省略）

応急仮設住宅建設要望調書（当初・変更・最終）

応急仮設住宅の建設を、次のとおり要望（変更要望）します。

当初 ・ 第 回変更 ・ 最終

市町村名

建設要望戸数

戸

１DK ２DK ３K その他（ ）

戸 戸 戸 戸

避難者数※ 名

全壊

世帯

住 焼失

世帯

戸 流失

世帯

被 全壊、焼失、

害 流失合計 世帯

※ 半壊

世帯

※ は当初要望時は記入不要。
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4 市町村の建設要望戸数の確認

応急仮設住宅建設要望戸数総括表

平成 年 月 日 現在

建設 家屋被害状況 災害救助

市町村名 要望 避難者数 法適用日

戸数 全壊 焼失 流失 計 半壊

松江市

浜田市

出雲市

益田市

大田市

安来市

江津市

雲南市

奥出雲町

飯南町

川本町

美郷町

邑南町

津和野町

吉賀町

海士町

西ノ島町

知夫村

隠岐の島町

合計
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５ 建設戸数の決定通知

平成 年 月 日

（市町村）長 様

島根県○○○○○○○○○

〒690-8501 松江市殿町１

（公印省略）

応急仮設住宅の建設について（通知）

このことについて、被災状況及び建設可能戸数等を勘案した上で、次のとおり応急仮

設住宅の建設を決定しました。

地区名 所 在 地 建設戸数
型別内訳

共同施設
１DK ２DK ３K

担当 ○○グループ

電話

FAX

電子メール



- 53 -

６ 建設協力団体への建設協力要請

平成 年 月 日

特例社団法人プレハブ建築協会

会長 （会長名） 様

島 根 県 知 事

〒690-8501 松江市殿町１

（○○○○○）

災害時における応急仮設住宅の建設について（要請）

平成 年 月 日に発生した○○○災害により、島根県下で○○戸の住宅が被

害を受けました。○○市町村においては被害が甚大であり、○○戸の住宅に被害が発生

しております。そのうち○○戸が全壊という状況であり、平成 年 月 日付け

で○○市町村に対し、災害救助法の適用がなされたところです。

このため、島根県は、平成１４年４月１日に貴協会と締結した「災害時における応急

仮設住宅の建設に関する協定書」に基づき、貴協会に対して、次のとおり応急仮設住宅

の建設に関し、住宅建設業者の斡旋等の協力を要請します。

１ 建設場所

２ 戸数

３ 規模

４ 着工期日

担当 ○○グループ

電話

FAX

電子メール
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７ 工事事業者との契約（リースの場合）

応急仮設住宅賃貸借契約書

島根県を甲とし、○○株式会社を乙として、甲と乙は次のとおり賃貸借契約を締結した。

（賃貸借物件）

第1条 乙は甲に対して、別表１記載の応急仮設住宅一式（以下「賃貸借物件」という。）

を貸与し、甲はこれを借り受け、乙に対し賃借料を支払うものとする。

（用途指定）

第2条 甲は、乙が指定する別表１記載の所在地に前項の賃貸借物件を設置するものとす

る。

（賃貸借期間）

第3条 乙は、賃貸借物件を平成 年 月 日までに甲に引き渡すものとし、賃貸

借期間は引渡しの日から平成 年 月 日までとする。

（賃借料及びその支払方法）

第4条 賃借料は総額 金 円（うち消費税 金 円）とし、甲は乙か

ら賃貸借物件の引渡しを受けた後、乙の適法な請求書を受理したときは、30日以内に

賃借料を支払うものとする。

２ 賃借料総額には、解体及び現状に復する費用が含まれるものとする。

その金額は 金 円（うち消費税 金 円）とする。

３ 賃貸借物件は、応急仮設住宅として第3条記載の期間を使用するものとして賃借料を

決めているため、賃貸借期間の短縮による賃借料の減額は生じないものとする。

（契約の保証）

第5条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなけれ

ばならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちに保

険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注

者が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する

法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同

じ）の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の

締結

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、金 円（第

4条第2項の解体及び現状に復する費用相当額以上の額）とする。
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３ 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、

当該保証は、契約保証金の担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号

に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

４ 契約保証金は、賃貸借物件の撤去及び現状復旧の完了後、乙の請求により返還する。

（管理義務）

第6条 甲は、賃貸借物件を使用するにあたり、善良なる管理者の注意をもって管理しな

ければならない。

２ 甲は、賃貸借物件の管理を当該市町村に委託する際は、前項を周知するものとする。

（売却の制限等）

第7条 乙は、甲の承認を得ないで賃貸借物件を第三者に売却してはならない。

２ 乙は、賃貸借物件に抵当権、質権その他形式のいかんに問わず、甲の賃貸借物件の完

全な使用を阻害する権利を一切設定してはならない。

（譲渡の禁止）

第8条 甲は、乙の承認がなければ、この契約により生ずる賃借権を譲渡してはならない。

（賃貸借物件の現状変更）

第9条 甲は、賃貸借物件の現状を変更しようとするときは、あらかじめ乙の承認を受け

なければならない。

（修繕義務）

第10条 甲は故意又は過失により賃貸借物件を荒廃又はき損した場合には、遅滞なく自

己の費用において復旧修繕しなければならない。

（修理費用の負担）

第11条 甲が善良なる管理者の注意をもって管理した場合、乙は賃貸借物件の修理又は、

保存に要する費用を負担する。

（保険料）

第12条 乙は、賃貸借物件に対する賃貸借期間中の火災保険料を負担する。

（契約の解除）

第13条 甲、乙いずれか一方がこの契約に違反したときは、その相手方は、いつでもこ

の契約の全部又は一部を解除することができる。

（賃貸借物件の返還、撤去）

第14条 甲は、賃貸借期間終了日に、賃貸借物件の返還、撤去を通知するものとし、乙

は、乙の負担において甲の指示する日までに賃貸借物件を撤去しなければならない。

２ 甲は契約期間終了前に、賃貸借物件を撤去する必要が生じた場合、乙にその旨を通知

し、乙は甲の指示する日までに賃貸借物件を撤去しなければならない。

（損害賠償）

第15条 甲、乙いずれか一方がこの契約に違反した場合、又は第12条の規定によりこの

契約の全部又は一部が解除された場合において、その相手方に損害を与えたときは、そ

の相手方は、その損害を賠償しなければならない。

（契約の費用）

第16条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

（疑義の解決）
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第17条 この契約に定める事項に疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必

要がある場合は、法令に定めるところによるほか、甲乙が協議して定めるものとする。

この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自

１通を所持する。

平成 年 月 日

甲 島根県

代表者 島根県知事 溝口 善兵衛

乙 ○○市○○町○○番地

○○株式会社

代表者 代表取締役 ○○ ○○
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別表１

委細は別冊設計図書による。

建設地

建 設 地 種 別 戸（棟）数

合 計
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８ 工事事業者との契約（買取の場合）

応急仮設住宅売買契約書

１ 契約金額 金 円（うち消費税額 金 円）

２ 契約保証金 免除

３ 納入の方法 県の指示による

島根県を甲とし、○○株式会社を乙として、甲と乙は次のとおり売買契約を締結した。

（物品販売の場所）

第１条 乙は、甲の示す仕様書及び図面に基づき、別表記載のとおり応急仮設住宅一式（以

下「物品等」という。）を設置しなければならない。

（検証）

第２条 乙は、物品等を設置後速やかに、甲の検査を受けなければならない。

２ 検査に要する費用及び検査による変質、変形又は消耗及び損傷した物品等の修繕等の

費用はすべて乙の負担とする。

３ 乙は、第１項に規定する検査に立ち会わなかったときは、検査の結果につき、意義を

申し立てることができないものとする。

（手直し、補強又は取り換え）

第３条 乙は、設置する物品等が不良のため、前条第１項の検査に合格しなかったときは、

甲の指定した期限内にこれを手直しし、補強し、又は取り換えて検査を受けなければな

らない。

（給付の完了）

第４条 甲は、検査に合格した物品等につき、その引き渡しを受けるものとする。

（一般的障害）

第５条 物品等の設置前に生じた損害その他設置に関して生じた損害（次条に規定する損

害を除く。）は、乙の負担とする。

（第三者におよぼした損害）

第６条 設置に伴い第三者に損害をおよぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、乙

がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由

により生じたものについては、甲が負担する。

２ 設置に伴い通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者

に損害を生じたときは、甲がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の

うち設置に伴い乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、乙がこ

れを負担する。

３ 前２項の場合、その設置に伴い第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協
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力してその処理解決に当たるものとする。

（瑕疵担保）

第７条 乙は、納入した物品等で、隠れた瑕疵があるときは、この契約を履行した日から

１年間、無償で手直しし、補強又は取り換えなければならない。

（権利、義務の譲渡禁止）

第８条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継続させては

ならない。ただし、甲の書面による承認を受けた場合は、この限りではない。

（代金の支払い等）

第９条 甲は、この契約に基づく給付の完了を確認した後、乙の適正な支払い請求書を受

理した日から30日以内に契約金額を支払うものとする。ただし、特別な理由がある場

合においては、この限りではない。

（分納）

第10条 乙は、甲の請求があったときは、物品等の数量を分割して設置するものとする。

２ 乙は前項の規定により、分割設置したときは、甲に既納部分の範囲内において代価を

請求することができる。

（乙の請求による契約履行期限の延長）

第11条 乙は、天災地変、その他やむを得ない理由により、契約の履行期限内に物品を

設置することができないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面に

より、期限の延長を求めることができる。この場合において、甲が適正と認めたときは、

甲、乙協議して書面により延長日数を定めるものとする。

（契約の解除）

第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除す

ることができる。

(1) 乙の責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は

契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 乙又はその代理人その他の使用人が検査を妨げたとき。

(3) 乙又はその代理人が、この契約事項に違反し、そのため契約の目的を達すること

ができないとき。

２ 甲は、前項の規定により、この契約を解除したときは、乙の請求により【既納部分の

代価を支払って当該部分の所有権を取得するものとする。

３ 第1項の規定により、この契約を解除した場合においては、乙は契約金額の10分の

１に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に納付しなければならない。

（契約の変更）

第13条 甲及び乙は、本契約に変更が生じた場合、契約内容の変更を申し出ることがで

きる。

（協議）

第14条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、

会計規則によるほか、甲、乙協議の上、定めるものとする。

この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自
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その1通を所持する。

平成 年 月 日

甲 島根県

代表者 島根県知事 溝口 善兵衛

乙 ○○市○○町○○番地

○○株式会社

代表者 代表取締役 ○○ ○○
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別表

納入場所 戸数 納入期限 備考
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９ 応急仮設住宅工事監理・検査要領

応急仮設住宅工事監理・検査要領

平成25年

島根県
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応急仮設住宅工事監理・検査の流れ

≪工事監理フロー≫

現地立ち会い① （1） 工事監理責任者及び工事監理員（以下「工事監理

検 （縄張り） 者」という。）は、応急仮設住宅現地立会確認項目

査 別紙－１ に基づき実施する。

・

立 （2） 県（建築住宅課住宅建設G）は、建設協定団体からの

会 連絡等に基づき、随時行程スケジュールを更新する。

ス

ケ （３） 現地立ち会い②（中間確認）については、工事監

ジ 現地立ち会い② 理者は応急仮設住宅現地立会確認項 別紙－２ に基づ

ュ （中間確認） き実施する。

ー 工事の進捗状況により 別紙ー３ を活用する。

ル （実施時期は、住宅の建て方完成頃に行う）

調

整 （４） 中間確認の現地確認は、原則全数とする。

（５） 検査員は、応急仮設住宅完成検査実施要領

別紙－３ に基づき実施する。

完成検査

（市町村立会） （６） 完成検査の現地確認は、全数とする。

（７） 可能な限り、各市町村担当者へ検査日程を連絡し、

立ち会いを求める。

引き渡し (9) 県担当者は、応急仮設住宅引渡し要領 別紙－８

（市町村へ） に基づき、各市町村へ引き渡しを行う。
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別紙リスト

※ 【 】内は作成担当

別紙－１ 現地立ち会い①（縄張り）確認項目一覧表【県】

別紙－２ 現地立ち会い②（中間確認）確認項目一覧表【県】

別紙－３ 応急仮設住宅完成検査実施要領

別紙－４ 完成検査チェック表①（書類確認）【県】

〃 完成検査チェック表②（住戸内部）【県】

〃 完成検査チェック表③（住戸外部）【県】

〃 完成検査チェック表④（外構）【県】

〃 完成検査チェック表⑤（その他）【県】

別紙－５ 応急仮設住宅検査調書【県】

別紙－６ 指示及び手直し完了確認書【施工業者】

別紙－７ 物件検査調書【県】

別紙－８ 応急仮設住宅引渡し要領

別紙－９ 引渡し関係図書【施工業者】

別紙－10 鍵等引渡し書【施工業者】

別紙－11 応急仮設住宅現地引渡しシート【施工業者】

別紙－12 竣工図書リスト【施工業者】

別紙－13 打合せ事項記録票

別紙－14 工事記録（業務打合せ記録・工事指示）

別紙－15 衛生設備の完成検査について（依頼）

別紙－16 応急仮設住宅建設工事写真撮影要領

別紙－17 行程スケジュール表
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別紙－１

現地立ち会い①　（縄張り）　確認項目一覧表

施工業者名

棟   数 戸   数

　　印 工事監理員

良否
良:○、否:×

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

埋設管・樹木・電線等の障害の確認

給水・汚水・雨水勾配は適切か（給水引き込み位置、
公共桝位置確認、引き込み柱位置確認等）

駐車場位置は図面どおりか

確 認 日

地 区 名

所 在 地

工事監理
責 任 者

　　印・サイン

確認内容 指示事項

基準点は図面どおりか

基準点から建物位置の確認

境界からの離隔の確認

住棟寸法は図面どおりか

住棟数は図面どおりか

住棟間隔は図面どおりか

敷地状況は適切か

すき取り・砕石は必要か（砕石が標準厚１００以上
必要な場合の理由は適切か）

集会所・受水槽・浄化槽・ゴミ置き場等の位置は
図面どおりか

その他
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別紙－２

現地立ち会い②　（中間確認）　確認項目一覧表

施工業者名

棟   数 戸   数

　　印 工事監理員

良否
良:○、否:×

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ケーブル被覆に損傷等はないか

配水管の勾配は適切か（床下等）

その他

浴室の設置等の処理は適切か
（ユニットバスの接地、照明器具の接地ケーブルの
接地線が断熱材等に接触しない）

床、壁、天井パネルの仕様は適切か
（グラスウール厚　天井:100㎜、壁・床:50㎜）

再利用品の品質は適切か（大引きの錆等）

管類の凍結防止策（保温材等）は適切か

住戸タイプは図面どおりか、スパン割は図面どおりか

住戸数は図面どおりか

住戸界壁は適切か（両面張、小屋裏の処理等）

基礎：ブロックの設置状況

土台の水平確認、FLの確認
（水平器による確認等）

鉄骨・外壁の垂直確認、基礎杭との固定確認

工事監理
責 任 者

　　印・サイン

確認内容 指示事項

基礎：松杭の打設状況

確 認 日

地 区 名

所 在 地
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別紙－３

応急仮設住宅完成検査実施要領

１ 書類確認

検査員は、「完成検査チェック表」 別紙－４ に基づき、書類検査を行う。

２ 実地検査

(1) 検査員は、「完成検査チェック表」 別紙－４ に基づき、実地検査を行う。

(2) 実地検査は、全数検査（検査対象）を原則とする。

(3) 実地検査完了後 合格 の場合は、「応急仮設住宅検査調書」 別紙－５ （「完成

検査チェック表」を添付）を作成する。

(4) 実地検査において 不合格 の場合は、３手直し等工事の指示及び処理方法に基

づき、完成させることとする。

３ 手直し等工事の指示

(1) 手直し等工事の指示

検査員は、第1回目の検査時において手直し工事、未済工事等があった場合は、

その内容及び処理方法について「指示及び手直し等工事完了報告書」 別紙－６ に

整理し、指示する。

(2) 手直し等工事の確認日の決定

検査員は、施工業者と調整し手直し等工事の確認日（以下「確認日」という。）

を決定する。

(3) 「指示及び手直し等工事完了報告書」 別紙－６ への記載

ア 施工業者は手直しが完了したことを自ら確認し「手直し完了日・印」欄に記載

する。

イ 検査員は、手直し等工事の完了を確認した日を「確認日」に記載する。

ウ 検査員の手直し等工事の確認は、現地で書類確認及び現場確認を行うことを原

則とする。 ただし、第１回目の検査時に重要な未済工事や大きな手直しがない場

合等、現場確認の必要性がないと判断される場合は、書類又は写真確認のみとす

ることができる。

(4) 「応急仮設住宅検査調書」 別紙－５ の作成

手直し等工事の確認を行った検査員は、「応急仮設住宅検査調書」を作成し、

工事検査責任者に提出する。（「完成検査チェック表」、「指示及び手直し等工事完了

報告書」）

４ 物件検査調書の作成

工事検査責任者は、「応急仮設住宅検査調書」 別紙－５ に基づき、「物件調書」

別紙－７ を作成する。
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別紙－４

完成検査チェック表①　（書類確認）

No 地区

施工業者 現場代理人

社内検査 検査日 　 　・   ・ 検査員

協定団体検査 検査日 　 　・   ・ 検査員

県検査 検査日 　 　・   ・ 検査員

引渡し関係図書 　別紙－９

位置図・配置図・平面図・立面図・

断面図・断面詳細図・仕上げ表・

配管図・外構図・機器リスト・

仕様材料一覧（界壁・断熱材・

合板（F★★★★）等）

気密試験・水質試験・ガス供給検査・

鍵等引渡し書 別紙-10

5

※一覧表を工事施工者が作成

（エアコン、コンロ、ユニットバス、

　給湯器、漏電ブレーカー等）

1

4
引渡し

関係書類

2 工事写真

3
試験等
報告書

竣工図

  別紙-11

取扱
説明書

応急仮設住宅現地引渡しシート

設備機器等の取扱説明書一式

着工・中間・完成の全景

シックハウス検査（団地ごとに1カ所）※

水圧、通水試験・排水導通試験・

接地抵抗値測定表・

・TV端子出力電圧測定表・

※　パッシブ工法（8時間以上）、又はアクティブ法（吸引方式）により実施する。

番　　号

指示事項社内検査
良:○、否:×

内容 県検査
良:○、否×

事項

検　　査

所在地

地区

協定団体検査
良:○、否×
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別表－４
完成検査チェック表②（住戸内部）

地区名

検査日
検査日
検査日

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

工
種

番　号
所在地

No.

社内検査
協定団体検査
県検査

住戸界壁

床高、天井高

検査

部屋番号

社内検査

良:○、否:×

部屋番号

・　　　・
・　　　・
・　　　・

項目 内容

社内検査

良:○、否:×

部屋番号

社内検査

天井パネル

壁・床パネル

付け鴨居

天井

両面張り、小屋裏まで

内外建具の動作確認、ア
コーディオンカーテン（吊元
強度・位置）

サランネット網戸付

ダブル

遮光カーテン及びレース
カーテン

建具の開閉

網戸

カーテンレール

カーテン

補助手すり

流し台

衛生器具

洗濯機置場

給湯器

換気

給水栓、混合栓

室内機の取付状態、運転作
動状態、冷媒管、ドレン管の
設置状況

取付状態（ゴム管の長さ）、
着火確認

建
築

機
械

トラップ

エアコン

コンロ

照明、換気扇、給水、給湯、
排水、手すり位置、入り口ま
たぎ高さ180㎜以下、換気状
態（吸込み、作動音）、洗面
器の取付状態（がたつき
等）、排水トラップの漏水

便器、ロータンク、接続状
況、鎖長さ、加圧通水検査
（洗浄管の漏水）、便器紙巻
器の状態確認

防水パンの取付け状態、防
水コンセント（アース付）、取
付ジョイント部の漏水、給
水、水栓取付け位置・高さ、
封水処理の施工

ダイレクト着火・消火の作
業、接地（アース）、給湯リモ
コンの設置・作動確認

換気扇の作動、壁貫通部の
穴開けの仕舞い

給水栓、混合栓の取付け、
通水検査、壁貫通部の穴開
け仕舞い

ユニットバス

指示事項

トラップの有無、漏水、ｼﾞｬﾊﾞ
ﾗﾎｰｽの長さ調整（２重トラッ
プ）、底板穴開け仕舞い

玄関（内側）、浴槽、浴室外
部、トイレ

流し台（６型;750、９・12
型;1,050）コンロ前壁の仕様
（ｹｲｶﾙ板又はﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰ
ﾄﾞ等）吊戸棚H=1,450

寒冷地仕様（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ100
㎜相当）

寒冷地仕様（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ50㎜
相当）

天井目貼りテープ

検査員
検査員
検査員

良:○、否:×

地区
現場代理人施工業者
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別表－４
完成検査チェック表②（住戸内部）

地区名

検査日
検査日
検査日

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

番　号 No. 地区

検査
社内検査 ・　　　・ 検査員
協定団体検査 ・　　　・ 検査員

所在地 施工業者 現場代理人

県検査 ・　　　・ 検査員

工
種

項目 内容

社内検査 社内検査 社内検査

テレビ端子

コンセント

接地端子付（エアコン、冷蔵
庫、洗濯機、電子レンジ）、２
口コンセント（各部屋）、ガタ
ツキないこと、通電、接地
（接地端子付）されているこ
と
換気扇プラグは抜き差しで
きること、換気扇設置位置

指示事項
良:○、否:× 良:○、否:× 良:○、否:×

部屋番号 部屋番号 部屋番号

電
気

浴室
ユニットバスの設置、照明器
具の位置、ケーブルの接地
線が断熱材に接触しない

プラグがあること
地上デジタル放送の画像確
認（テレビ端子出力電圧・画
像評価書類確認）
※現地において以下を一カ
所以上で確認
・受信者端子における信号
レベル53dBμV以上
・ビット誤り率（BER）２×10-4

以下

分電盤

主幹ELB+分岐６回線となっ
ている
分電盤の電線接続部の増
締め（ゆるみがないこと）
接続電圧、漏電ブレーカー
のテストボタン作動、台所専
用コンセントの確認
絶縁抵抗100Ω以上６回路
一括

住宅要火災警
報器

電池式煙感知器の設置（全
居室及び台所）
天井接地は壁から60㎝、壁
付けの場合は天井から15㎝
以上50㎝以内に接地
取付け状態（ガタツキ確認）
釦又は引き紐による作動確
認

スイッチ

照明器具、浴室、トイレ換気
扇に接地されている
ガタツキがないこと
スイッチの誤結線がない
接地高さ（原則FL＋1300）

照明器具

照明器具のガタツキがない
こと、点灯確認（器具プルス
イッチ及び壁スイッチ）、ス
イッチの結線、ガタツキがな
いこと

シーリングロー
ゼット

ガタツキがないこと
造営材貫通部のVAケーブ
ルは保護されている
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別表－４
完成検査チェック表③（住戸外部）

地区名

検査日
検査日
検査日

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

試験
通水・気密試験、給湯器の
通水試験、残留塩素の測定

小屋裏換気 設置確認、作動確認

据付状態、ジョイント部漏水

ガスボンベ 転倒防止鎖設置状況

ガスメーター
給湯器、ガスメーターまわり
の配管の支持

給湯器 凍結防止ヒーター

耐風養生
鋼製ワイヤーカバー付き（4
間ごと）

機
械

フード、ベンド
キャップ

取付け部周囲の雨仕舞い
（シーリング）

外部露出管

防凍被覆、支持金具固定、
給水管立上り部に凍結防止
ヒーター設置
不凍水抜栓の設置

エアコン室外機

室外機の設置（固定状態）、
運転作動確認、冷媒配管、
ドレン配水管の設置状況、
放流先

水道メーター

建
築

外装材 外部パネルは新品

玄関扉

ブレース ブレースの固定状況

居間建具上部（原則
FL+1,600 ）

棟番号 設置確認

室名札 設置確認

郵便受け 設置確認

物干金物

引違い又は片引アルミサッ
シ（上部型ガラス）

玄関庇 設置確認

風除室

踏み台の蹴上・踏面寸法、
支持材、引違い又は片開き
アルミサッシ（透明）、網戸
付き

・　　　・ 検査員

工
種

項目 内容

社内検査 社内検査 社内検査

指示事項
良:○、否:× 良:○、否:× 良:○、否:×

部屋番号 部屋番号 部屋番号

検査
社内検査 ・　　　・ 検査員
協定団体検査 ・　　　・ 検査員

所在地 施工業者 現場代理人

県検査

番　号 No. 地区
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別表－４
完成検査チェック表③（住戸外部）

地区名

検査日
検査日
検査日

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

番　号 No. 地区

検査
社内検査 ・　　　・ 検査員
協定団体検査 ・　　　・ 検査員

所在地 施工業者 現場代理人

県検査 ・　　　・ 検査員

工
種

項目 内容

社内検査 社内検査 社内検査

指示事項
良:○、否:× 良:○、否:× 良:○、否:×

部屋番号 部屋番号 部屋番号

電
気

電力・電話等

引込み線支持金具の強度、
高さ（3.5m以上）
引込取付点高さ（2.5m以
上、車両通行箇所は4.0m以
上）
電線接続部保護方法、雨水
の水切り処理、配線の屋外
貫通部の浸水処理、幹線及
び分岐ケーブルのサイズ
（内規規定の合致、後日計
算書確認）
設置工事100Ω以下とする

テレビブース
ター

ブースター電源は定額引き
込み、増幅器箱体に接地さ
れている
造営材との保護がされてい
ること、ケーブルに無理な曲
がりがないこと

外部コンセント

２口で接地端子の防水コン
セントが１カ所接地されてい
る
配線が金属製の外壁材に
接触していないこと
通電されていること

アンテナ

各棟１基のアンテナ（UHF）
が接地されていること
アンテナ支線が取れている
こと

入り灯 接地確認

防犯灯

１棟２基の防犯灯の接地確
認（位置・向き等）
絶縁抵抗１MΩ、接地抵抗
100MΩ（書類確認）
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別表－４
完成検査チェック表④（外構）

地区名

検査日
検査日
検査日

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

番　号 No. 地区

検査
社内検査 ・　　　・ 検査員
協定団体検査 ・　　　・ 検査員

所在地 施工業者 現場代理人

県検査 ・　　　・ 検査員

工
種

項目 内容

社内検査 社内検査 社内検査

指示事項
良:○、否:× 良:○、否:× 良:○、否:×

部屋番号 部屋番号 部屋番号

浄化槽 接続、作動確認

消化器
直接歩行距離20m以内毎に
接地

汚水、雑排水
汚水、雑排水の排水処理方
法、一次引き込み接続状況
（インパート、管口）

会所桝 会所の天端高さ

インパート
インナーとの施工状況（塩ビ
製汚水桝も可）

排水勾配
勾配が確保されているか鏡
等で確認
※検査道具を準備すること

マンホール
中耐荷重６トン以上
※駐車場の樹脂桝は耐荷
重仕様とする。

ポンプ
排水ポンプの接続、作動確
認

上水の引込み方法
一次引込み接続部

受水槽
接続部、満水確認、漏水
※防虫網の取付

整地
埋設管敷設後の整地、道
路・通路等の整地、仕上げ
仕様の確認

雨水排水

雨水桝、外部への接続確認
桝と桝が管で接続されてい
るか、桝の底部は砂利敷き
か、汚水・雨水の誤接合は
ないか

外
構

電力・電話等の架空

団地案内板 団地案内板の設置

ゴミ置き場 設置位置確認、大きさ確認

駐車場

１台当たりのスペース確認、
台数確認、仕上げ仕様確
認、急勾配でないこと、水溜
まりができないこと

街路灯 設置位置確認、仕様の確認

電力・電話等

上水
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別表－４
完成検査チェック表⑤（その他）

地区名

検査日
検査日
検査日

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

番　号 No. 地区

検査
社内検査 ・　　　・ 検査員
協定団体検査 ・　　　・ 検査員

所在地 施工業者 現場代理人

県検査 ・　　　・ 検査員

工
種

項目 内容

社内検査 社内検査 社内検査

指示事項
良:○、否:× 良:○、否:× 良:○、否:×

部屋番号 部屋番号 部屋番号

そ
の
他

共同電源の名義 共同電源の名義

共用施設（談話室、
集会所）

設置位置の確認
施設規模の確認
内部仕様の確認
外部仕様の確認
（集会所には身障者用トイレ
の設置確認）
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別紙－５

応急仮設住宅検査調書（再検査 有・無 ※再検査の場合○）

地 区 名 棟 数 戸 数

所 在 地

施工業者名 責任者名

検査年月日※ 平成 年 月 日

上記物件について検査したところ、適格

と認めます。

工事検査責任者（県担当者）

職 氏名 印

検査員

職 氏名

職 氏名

職 氏名

※ 手直し事項があった場合は、最終手直し完了確認日。
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別紙－６

指示及び手直し完了確認書

番 号 № 地区名 地区

所在地 施工業者

検査員 職･氏名 現場代理人

手直し完了日 確 認 日
項 目 内容及び処理方法 手直し予定日 備 考

（印※１） （※２）

※１ 手直し完了日の確認者印は、施工責任者

※２ 確認日は検査員が手直し完了を確認した日
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別紙－７

物件検査調書

契約の相手方

住所 履行場所

氏名

契約金額 履行期限

円 平成 年 月 日

品 目 建 設 箇 所 戸 数 検査年月日

組 立

ハウス 平成 年 月 日

一 式

（建設次数及び建設住棟番号を記載）

検査所見

上記の物件について検査したところ適格と認めます。

平成 年 月 日

島根県○○○○○

工事検査責任者 職 氏名 印
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別紙－８

応急仮設住宅引渡し要領

１ 市町村への引き渡し

引き渡しは、県担当者が施工業者及び市町村担当者に立会いを求め現地にて行う。

２ 引渡し図書

引渡し図書は 別紙－９ を標準とし、施工業者が作成・整理し、県担当者が確認の

上、市町村へ引き渡す。

３ 鍵引渡し

各住戸の鍵を施工業者⇒島根県担当者⇒市町村担当者に引き渡し、「鍵引渡し書」

別紙－10 に受領印を受ける。

４ 水道、電気等のインフラ整備

引渡し時に水道、電気等のインフラが使用不可能な場合は、その旨を市町村担当者に

水栓、分電盤等に表示をする。

※施工業者⇒島根県⇒市町村への引渡し等の文言を以下のとおり定義している。

施工業者⇒（引渡し）⇒島根県⇒（引渡し）⇒市町村
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別紙－９

県 市町村

１　鍵引渡し書 別紙－１０ 施工業者 原本 写し Ａ４ﾌｧｲﾙに製本

２　応急仮設住宅現地引渡しシート 　別紙－１１ 施工業者 １部 １部 全てＡ４

３　物件検査調書 別紙－８ （完成検査チェック表  別紙－４ を添付） 県 １部 １部 Ａ４ﾌｧｲﾙに製本

４　竣工図書リスト  別紙－１２ 施工業者 原本 写し 全てＡ４

５　工事竣工図（制作したものの焼図）

①　位置図（1/2,500程度）

②　配置図（屋外附帯図を兼ねたもの）

③　外構図（敷地断面図等を含む）

④　現況復旧図

⑤　平面図

⑥　立面図

⑦　断面図、断面詳細図（矩計図等）

⑧　各部詳細図（流し台、吊り戸棚、ユニットバス、換気扇等）

⑨　仕上げ表

⑩　設備（電気・給排水・ガス）各戸平面図

⑪　設備（電気・給排水・雨水・ガス）屋外平面図

⑫　使用材料一覧（界壁・断熱材・合板類等）

６　その他

①　工事写真（別添　参考）

　ア　着工・中間・完成時の全景

　イ　見え隠れ部となる界壁・断熱材等

②　各種試験等報告書 施工業者 １部

③　設備機器等取扱説明書 施工業者 １部

④　各種申請書（電力、上下水申請、その他） 施工業者 １部

施工業者 １部

７　電子データ

①　上記５の工事竣工図書（ＰＤＦ形式）

②　上記６（１）の工事写真（ＪＰＥＧ形式）及びアルバム（任意形式）

注:　必要に応じて加除する。

施工業者 １枚 １枚 ＣＤ－ＲＯＭ

施工業者 １部 １部

⑤　競技記録
　　 施工業者独自で市、水道及び消防等と協議した記録

Ａ４ﾌｧｲﾙに製本

所在地

○○○

引渡し関係図書

施工業者 １部 １部

Ａ４ﾌｧｲﾙに製本
<ﾌｧｲﾙ共通事項>
・地区名
・施工業者名

管理市町村

提　出　図　書 作　成　者
保管者

サイズ

○○○

地区名

○○○
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本数 本数
（○本） （○本）

1 号室 16 号室

2 号室 17 号室

3 号室 18 号室

4 号室 19 号室

5 号室 20 号室

6 号室 21 号室

7 号室 22 号室

8 号室 23 号室

9 号室 24 号室

10 号室 25 号室

11 号室 26 号室

12 号室 27 号室

13 号室 28 号室

14 号室 29 号室

15 号室 30 号室

※本数を記載すること。その他、設備機器等に関する鍵がある場合には、追記すること。

上記の鍵を引き渡し、受領しました。

　平成　　　年　　　月　　　日

受領者（市町村担当者） 印

引渡者（県担当者） 印

平成　　　年　　　月　　　日

受領者（県担当者） 印

引渡者（施工業者責任者） 印

メーカー名

鍵等引渡し書

別紙－１０

市町村 地区名 所在地

住戸番号 玄関鍵番号 メーカー名 住戸番号 玄関鍵番号

共用部の鍵

工具等

1 2
マンホール蓋開け（１組）

集会所（玄関） 倉庫（入口）（○本） （○本）
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別紙－１１

応急仮設住宅現地引渡しシート

　地区名 　ＴＥＬ

　所在地

　ＴＥＬ

　建設戸数

　ＴＥＬ

完成日 構造 棟数

・連棟式

・２戸一

業種 連絡先

建築関係

電気関係

水道関係

ガス関係

電気 　Ｈ25年　　月　　日

電話 　H25年　　月　　日

生活排水接続 　H25年　　月　　日

水道 　H25年　　月　　日

（受水槽）

汚水 　H25年　　月　　日

（浄化槽）

※引き渡し単位毎に作成する。

戸数

担当者名

　県担当者

　市町村部署

担当者名　

　施工業者名

　現場代理人名

備考

緊急連絡先
（土・日・祝日又は夜
間で異なる場合は全
て記載すること）

業者名

　接続可能予定日

引渡し時点のインフ
ラ供給可能日

　・　可能　　　・　不可

（該当に○）

　・　可能　　　・　不可

（該当に○）

　・　可能　　　・　未完

（該当に○）

　・　可能　　　・　不可

（該当に○）

　・　可能　　　・　不可

その他特記事項

　それまでの対応（該当に○）

　使用可能予定日

　それまでの対応

　接続可能予定日

　それまでの対応

　接続可能予定日

　それまでの対応

　給水可能予定日

　それまでの対応
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別紙－12

竣工図書リスト

施工業者名

住 所

代 表 者 印

件名・戸数 戸

工事場所

標記工事に関する竣工図書は、別紙「引き渡し関係図書」のとおりです。
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別紙－13

打合せ事項記録票

件名

ブロック名

日 時 平成 年 月 日（ ） 打合場所

打合者
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別紙－14

工 事 記 録

（業務打合せ記録・工事指示書）

受託者名 現場代理人 現場代理人

平成 年 月 日（ ） 打合場所

工事名

項 目

添付図面

この記録には、細則に定められた工事過程について、重要事項をその都度記載する。

打合せ事項については、必要に応じて現場代理人の承認をとるものとする。
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別紙－15

平成 年 月 日

施工業者 様

衛生設備の完成検査について（依頼）

完成検査（手直し確認検査で通水試験を行う場合を含む）を効率よく行うため、次の事

項について完成検査実施時の対応をお願いします。

１ 完成検査の前に配管通水の上、配管及び器具の漏水について請負者自ら事前検査を

実施すること。

特に台所流しトラップ上部接続部からの漏水（流しメーカー施工）、及びロータン

ク内部金物調整の鎖の長さ調整（ユニットバスメーカー施工）について、確実に行う

こと。

２ 完成検査の実施時には、台所シンク内、手洗い器、バスユニットには全て水を充水

すること。ただし、給水管断水の場合にはこの限りでない。

３ 完成検査の実施時には、メーターボックスのふた及び建物第一桝のふたは開けてお

くこと。
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応急仮設住宅建設工事写真撮影要領 別紙－16

１ 撮影計画

工事請負者は、工事の内容及び撮影の目的を理解している撮影記録員を定める。

２ 撮影対象、内容及び枚数

撮影する対象、内容及び箇所は（別紙）を標準とするか現場の状況に応じて撮影する。

３ 撮影方法

(1) 写真は時期を失しないように、かつ撮影内容が明確に確認できるよう撮影する。

(2) 境界及び棟間隔等、寸法の確認が必要なときは、添尺等を付ける。なお、撮影時

には【図－１】を標準とする写真撮影黒板等を添えること。

４ 写真の点検、整理等

(1) 写真は、対象に応じ共通事項と棟別事項等別に分類して整理する。

(2) 写真は、全てアルバムに整理し、地区名、工事名、工期、請負者名、現場代理人

名を明記する。

(3) 写真は、デジタルカメラ撮影とし、撮影内容が明確に確認できるようカラープリ

ントしたものをアルバムに使用する。

参考基準（総画素数80万画素以上、記録画素数640×480以上、ファイル形式

ＪＰＥＧ、圧縮率1/1＞圧縮率≧1/10程度）

(4) 撮影内容の確認が写真に説明等を添えることが有効な場合は、アルバムの余白に

説明を添える。

(5) 写真プリントアウトは、カラーのサービスサイズとする。

５ 提出時期及び提出部数

(1) 県、市担当者及び検査員が提示を求めたときは、速やかにこれに応じる。

(2) 工事完成後、２部を提出する。

(3) 写真（jpeg）、アルバム（任意形式）に係る電子データーをＣＤ－ＲＯＭ等別途

保存できる状態にし、アルバムと共に２部を提出する。

【図－１】写真撮影用黒板等（各メーカーの仕様でも可）

地区名 請負者

撮影年月日 棟番号

撮影場所

撮影内容 450

撮影者

600
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【図－２】アルバムの表紙等（Ａ４サイズ）

表紙

工事写真(No. )

地

平成 年度 区

● 名

工事写真帳

工

地区名 事

工事名 名

● 工期

請負者

現場代理人

台紙 台紙

工事施工前・竣工写真 メモ欄

● ●

平成 年 月 日 工事概要

● ●

平成 年 月 日 工事概要
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（別紙）

頻度 確認内容

1 縄張り 各棟全景 縄張り状況

2 基礎 各棟１箇所程度 松杭打設状況、FLの確認

3 鉄骨建方 同上 建て方終了時の全景、ブレースの確認

4 屋根防水 同上　※ 下地材、屋根葺材の固定状況

5 木工事 同上　※
床組下地材の割付け状況
設備、器具取付け用下地補強等の状況

6 壁下地 同上　※ 断熱材の施工状況、器具取付け用下地補強等の状況

7 建具、仕上げ 各棟全景 建具の有無、仕上げ状況

8 屋外附帯 各棟全景

1 給水設備 各棟１箇所程度　※
配管・保温、器具取付け状況
屋外本館分岐、配管・埋設状況

2 排水設備 同上　※
配管、器具取付け状況
屋外配管、桝接続状況

3 給湯設備 同上　※ 配管・保温、熱源取付け状況

4 換気扇 同上　※ ダクト配管、機器全系統

各棟１箇所程度　※
幹線、住戸内の配線状況
配線器具及び照明器具の設置状況

施工の確認 同上　※ 幹線、住戸内の配線状況

受信位置の確定 同上　※ 敷地状況（宅盤のレベル差）により数箇所行う

同上 設置状況

同上　※ 路盤

※　撮影箇所は、現地で施工する部分で、仕上げなどで隠蔽される代表的な施工事例とする。

応急仮設住宅建設工事写真撮影箇所（案）

撮影対象

電灯設備

TV
共
聴
設
備

住宅用火災警報器

舗装そ
の
他

建
築

機
械
設
備

電
気
設
備
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（別紙） 行程スケジュール表

ライフライン

電気

引込
可は
○

時間
要は
×

ガ
ス

上
水
道

下
水
道

公
道
掘
削
許
可
等

その他諸元

グ
ル
│
プ
ホ
│
ム
型

集
会
所
数

談
話
室
数

駐
車
場
台
数

敷地面
積

(有効㎡)

１DK
(６坪
型)

２DK
(９坪
型)

３DK
(12坪
型)

建設戸数
(型別内訳)

合
計

要
請
市
町
村

地
域

区分

市
町
村
名

所在地
（地番ま

で）

敷地諸元

県
コ
│
ド

市
町
村
コ
│
ド

地
区
コ
│
ド

工
区
コ
│
ド

着
書
時
期

整
理
番
号

地区名称
（団地名称
とは違う）

地
区
名
称

所
有
者

地
区
数
確
認
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別紙－17

監理状況

備考
(要請

市町村)

中間
確認日

①

完成検
査日

県への
引渡し

日

市町村
への引
渡し日

入居開
始予定

日

現地
調査
日

公表
日

図面
承認
日

着手
日

造成
の

有無

(有○)

地縄
検査日
（最終）

工事情報

発注先
分類

(規格部
会、工務
店団体

等)

契約業者 現場
担当者

連絡先
（携帯
等）

工
事
監
理
担
当
班
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島根県応急仮設住宅建設マニュアル

平成25（2013）年９月策定

島根県（営繕課、建築住宅課、防災危機管理課）

〒690-8501 松江市殿町1番地

TEL 0852-22-５６１８

FAX 0852-22-5218

E-mail kenchikujyutaku@pref.shimane.lg.jp


